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血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の 

全部を改正する件について 

 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

このたび、厚生労働省医薬・生活衛生局長より各都道府県知事等に対し、標記の通

知が発出されるとともに本会に対してもその周知方依頼がありました。 

血液製剤の安全性の向上、安定供給の確保等については、安全な血液製剤の安定供

給の確保等に関する法律第９条第１項に基づき、「血液製剤の安全性の向上及び安定

供給の確保を図るための基本的な方針」（以下、「基本方針」という）を定め、同法第

９条第３項に基づき、５年ごとに再検討を加え、必要がある場合にはこれを変更する

こととされております。本件は、この規定に基づき、薬事・食品衛生審議会の意見を

聴いたうえで、基本方針全般にわたって見直しを行い、「血液製剤の安全性の向上及

び安定供給の確保を図るための基本的な方針の全部を改正する件」が公布された旨

を通知するものです。 

つきましては、貴会におかれましても、本件に関しましてご了知いただきますとと

もに、管下会員等への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

なお、前回の変更については、「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図

るための基本的な方針の全部を改正する件について」（平成 25 年８月１日付日医発

第 416 号(地Ⅰ93））にて貴会宛に送付済であることを申し添えます。 

 



公益社団法人日本医師会会長横倉義武殿

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の

全部を改正する件について

標記について、各都道府県知事あて(別添1)のとおり、日本赤十字社血液事業本

部長あて(別添2)のとおり、日本製薬団体連合会会長及び一般社団法人日本血液製

剤協会会長あて(別添3)のとおり通知しましたので、御了知の上、貴会会員への周

知につき御配慮方よろしくぉ願いします。

薬生発0301第Ⅱ号

平成 31年3月1日

厚生労働省医薬・生活衛生局長

(公印省略)



各都道府県知事殿

⑤

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の

全部を改正する件について

血液事業の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。

血液製剤の安全陛の向上、安定供給の確保等については、平成15年7月30日に施

行された安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号。

以下「血液法」という。)第9条第1項に基づき、「血液製剤の安全性の向上及び安

定供給の確保を図るための基本的な方針」(平成25年厚生労働省告示第247号。以下

「基本方針」という。)が定められているところです。また、基本方金Hこついては、

血液法第9条第3項に基づき、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認

めるときは、これを変更するものとするとされております。

今般、この規定に沿って、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いたうぇで、基本方針

全般にわたっての見直しを行い、昨日、「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確

保を図るための基本的な方針の全部を改正する件」(平成、31年厚生労働省告示第 49

号。以下「改正基本方金十」という。)が公布されました。

改正基本方針の施行においては、下記について御了知の上、貴管内市町村、関係機

関等への周知方特段の御配慮をお願いいたします。

(別添1)

薬生発0301第8号

平成31年3月1日

厚生労働省医薬・生活衛生局長

(公印省略)

1 改正の趣旨

今般、血液法第9条第3項に基づき、基本方針の見直しを行うにあたり、血液製剤

の安全性の向上及び安定供給を巡る清勢の進展等を踏まえ、基本方針としての記載を

記



全体的に整理するとともに、今後5年間の血液事業の方向性を示すものとして、改正

を行った。

主な改正点は、以下のとおりである。

2 主な改正点

(1)第二血液製剤及び血液製剤代替医薬品等についての中期的な需給の見通しに

ついて

直近5年間の需要の傾向を踏まえ、輸血用血液製剤及び血奬分画製剤の今後5

年間の医療需要の見通しについて記載したこと。

(2)第三血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項について

①「一国内自給のための献血量の確保」の項

特に血柴分画製剤について、中期的に需要の増加が見込まれることを受け、採

血事業者は、原料血奬の新たな確保策の早期実施に加え、我が国の医療需要に応

じた原料血柴の更なる確保に取り組んでいく必要があること、採血事業者及び製

造販売業者等は、採血から製造及び供給までに至る全ての段階を通じて、事業の

最大限の効率化及び合理化を図る必要があることを記載したこと。

また、国は、血柴分画製剤の国内自給の確保を推進するため、血奬分画製剤の

原料を外国血液由来から国内献血由来に置き換えることにより国内自給に寄与す

る方針を有する製造販売業者等に、国内献血由来である血粲分画製剤の原料を配

分することを検討することを記載したこと。

'

②「二医療関係者等に対する啓発等」の項

国は、一部の血液製剤の国内自給の確保が改善していないことなどから、今一

度、献血者、医療関係者・関係学会及び患者をはじめとする国民に向け、国内自

給の現状にっいて情報提供を行うとともに、国内自給の必要陛を訴えることとす

ることを記載したこと。

(3)第四献血の推進に関する事項について

①「一献血の普及啓発及ひ環境整備等」の項

若年層に対する献血推進にっいて、将来の献血基盤の確保という観点から非常

に重要であり、国、地方公共団体及び採血事業者は、学校等と連携して「献血

セミナー」や「キッズ献血」を実施するなど、献血に関する正しい知識の普及

啓発や、集団献血等の献血に触れ合う機会を積極的に提供する必要があること

を記載したこと。

また、採血事業者は、献血未経験者に対して、不安感や恐怖感などの軽減に取

り組む必要があること、採血の区分(二百ミリリットノレ全血採血、四百ミリリッ

トル全血採血又は成分採血)について、献血者の意思を尊重して決定するべきで



'

あることを記載したこと。

②「五災害時等における献血者の確保」の項

採血事業者は、災害時等に備え、国及び地方公共団体と協力し、供給に支障を

来すことがないよう、あらかじめ対策を検言オすることを記載したとと。

③「六献血者の安全確保等」の項

採血事業者は、血液法の規定に基づき健康診断を実施するとともに、採血によ

る健康被害の種類や発生頻度等を献血者に周知するなど、献血者の安全確保及び

採血による健康被害の未然防止策を実施するととを記載したこと。

また、採血事業者は、献血者に健康被害が生じ、採血事業者の過失が明らかで

ない場合には、ガイドラインに基づき迅速に被害補償を行うことを記載したこと。

(4)第五血液製剤の製造及び供給に関する事項について

①「二原料血柴の配分」の項

国は、外国に製造所を有する製造販売業者等も含めて、新たに原料血柴の配分

を希望し、これを原料に国内に血柴分画製剤を供給しようとする製造販売業者等

に対し、審議会が決定する配分ルールに従って配分することを記載したこと。

②「三供給危機が発生した場合の対応」の項

国、都道府県及び製造販売業者等は、災害時等に備え、平時から災害に備えた

体制を構築しておく必要があることを記載したこと。

加えて、国は、血奬分画製剤の安定供給の観点から、代替製剤がない製品にっ

いて、同じ効能を有する製品が複数の製造販売業者から供給される体制を確保す

るよう努める必要があることを記載したこと。

③「四血柴分画製剤の輸出等」の項

献血血液の有効活用及び海外の患者のアンメット・メディカル・ニーズに資す

ることを目的とした血柴分画製剤の輸出について、国内の血液製剤の国内自給と

安定供給の確保に支障が生じない範囲で行うこととし、国は、需給計画において

当該年度に輸出すると見込まれる血柴分画製剤の種類及び量を定めること等を記

載したこと。

(5)第八その他献血及び血液製剤に関する重要事項について

①「四血液製剤等の価格等」の項

採血事業者及び製造業者は、血液事業の運営に支障を来さないことを前提と

して、原料血柴を供給するまでの各工程で無駄がないかなどを検証し、コスト

削減に努めることにより、少しでも安価な原料血粲を供給できるよう努力をす



る必要があることを記載したこと。

国、製造販売業者、卸売販売業者、医療機関及び薬局は、医療に不可欠な血柴

分画製剤の価値に見合った価格設定により、単品単価による取引を推進する必要

があることを記載したこと。

②「五コンプライアンスの強化」の項

製造販売業者等は、効果的・継続的にコンプライアンス体制の強化を推進し

ていく必要があることを記載したこと。

③「六複数の採血事業者を想定した血液事業の在り方」の項

国は、新たな採血事業者の参入環境を整備していく必要があることを記載し

たこと。

'

,」



日本赤十考士血液事業本部長殿

⑤

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の

全部を改正する件について

標記について、各都道府県知事あて別添写しのとおり通知しましたので、貴職にお

かれても内容を御了知の上、その実施に遺漏のないよう、特段の御配慮をお願いいた

します。

(別添2)

薬生発0301第9 号

平成 31年3月1日

厚生労働省医薬・生活衛生局長

(公印省略)
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日本製薬団体連合会会長殿

⑤

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の

全部を改正する件について

標記について、各都道府県知事あて別添写しのとおり通知しましたので、貴職にお

かれても内容を御了知の上、その実施に遺漏のないよう、貴会会員への周知について

特段の御配慮をお願いします。

(別添3)

薬生発0301第 10号

平成 31年3月1日

厚生労働省医薬・生活衛生局長

(公印省略)



一般社団法人日本血液製剤協会会長殿

⑤

血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針の

全部を改正する件について

標記について、各都道府県知事あて別添写しのとおり通知しましたので、貴職にお

かれても内容を御了知の上、その実施に遺漏のないよう、貴会会員への周知につぃて

特段の御配慮をお願いします。

(別添3)

薬生発0301第 10号

平成 31年3月1日

厚生労働省医薬・生活衛生局長

(公印省略)
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剤
は
、
人
の
血
液
を
原
料
と
し
て
い
る
た
め
、
感
染
症
の
発
生
の
り
ス
ク
を
有
す
る
。
科
学
技
術
の

進
歩
に
ょ
っ
て
、
病
原
体
の
発
見
、
そ
の
検
査
法
や
不
活
化
・
除
去
技
術
の
開
発
・
導
入
等
が
可
能
と
な
り
、

当
該
り
ス
ク
は
著
し
く
低
減
し
て
き
て
い
る
が
、
完
全
に
は
排
除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
年
で
も
血
液
製
剤
を
介

し
た
感
染
症
の
発
生
は
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
血
液
製
剤
は
、
医
療
の
領
域
に
多
く
の
成
果
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
常
に
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
血
液
の
採
取
か
ら
製
造
、
供
給
、
使
用

に
至
る
ま
で
、
安
全
性
の
確
保
及
び
そ
の
向
上
に
向
け
た
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
我
が
国
は
、
過
去
に
お
い
て
、
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
ょ
る
H
1
V
感
染
と
い
う
深
甚
な

苦
難
を
経
験
し
て
お
り
、
よ
り
一
層
の
安
全
確
保
対
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
血
液
製
剤
に
つ
ぃ
て
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
)
に
基
つ
き
、
そ
の

安
全
性
の
確
保
を
図
っ
て
き
て
お
り
、
国
は
、
引
き
続
き
、
同
法
第
六
十
八
条
の
十
並
び
に
第
六
十
八
条
の
二

十
四
及
び
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
副
作
用
等
の
報
告
及
び
感
染
症
定
期
報
告
の
状
況
を
踏
ま
え
た

保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
安
全
対
策
を
迅
速
か
つ
的
確
に
講
ず
る
と



と
も
に
、
常
に
そ
の
実
効
性
が
検
証
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
に
ょ
っ
て
、
血
液
事
業
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

2
 
国
内
自
給
及
び
安
定
供
給
の
確
保

国
は
、
倫
理
性
、
国
際
的
公
平
性
等
の
観
点
に
立
脚
し
、
国
内
で
使
用
さ
れ
る
血
液
製
剤
が
、
原
則
と
し
て

国
内
で
行
わ
れ
る
献
血
に
ょ
り
得
ら
れ
た
血
液
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
外
国
か
ら
の
血
液
に
依
存
し
な
く

て
も
済
む
体
制
の
構
築
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
中
期
的
な
需
給
見
通
し
に
基
づ
き
、
貴
重
な
血
液
製
剤
を
献
血
に
ょ
り
確
保
し
、
医
療
需
要
に
応
じ

て
過
不
足
な
く
安
定
的
に
供
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
血
奬
分
画
製
剤
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
一
部
の
製

品
で
医
療
需
要
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
医
療
需
要
を
過
不
足
な
く
満
た
す
た
め
、
供
給
量
の
見
通
し
を

踏
ま
え
た
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
毎
年
度
、
需
給
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を

図
る
こ
と
と
す
る
。

3
 
適
正
使
用
の
推
進

医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
が
献
血
に
ょ
り
得
ら
れ
る
血
液
を
原
料
と
す
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び

原
料
で
あ
る
血
液
が
感
染
症
の
り
ス
ク
を
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
と
い
う
特
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
血
液

製
剤
の
使
用
を
患
者
に
真
に
必
要
な
場
合
に
限
る
な
ど
、
血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
を
一
層
推
進
す
る
必
要
が

あ
る
。



ま
た
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
適
切
か
つ
適
正
な
使
用
を
更
に
促
進
す
る
た
め
の
方
策
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

4
 
公
正
の
確
保
及
び
透
明
性
の
向
上

血
液
事
業
を
安
定
的
に
運
営
す
る
た
め
に
は
、
国
民
一
人
一
人
が
、
献
血
に
由
来
す
る
血
液
製
剤
を
用
い
た

医
療
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
生
命
と
健
康
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
積
極
的
に
献
血

に
協
力
す
る
と
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
等
は
、
献
血
者
の
善
意
に
応
え
、
国
民
の
理
解
と
血
液
事
業
へ
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
、

国
民
に
対
し
、
献
血
の
推
進
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
や
供
給
の
状
況
、
適
正
使
用
の
推
進
等
の
血
液
事
業
に
係

る
施
策
及
び
血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療
に
関
す
る
分
か
り
や
す
い
情
報
の
積
極
的
な
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
取
組
に
ょ
り
、
血
液
事
業
の
公
正
か
つ
透
明
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
国
等
の
責
務

国
等
に
は
、
法
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
ょ
り
、
次
の
よ
う
な
責
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
か

1

つ
総
合
的
な
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
血
液
製
剤
に
関
し
国
内
自
給
が
確

保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
、
献
血
に
関
す
る
国
民
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
、
血

液
製
剤
の
適
正
な
使
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
献
血
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
採
血
事

業
者
に
ょ
る
献
血
の
受
入
れ
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
 
採
血
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
献
血
の
受
入
れ
を
推
進
し
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び

安
定
供
給
の
確
保
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
・
献
血
者
等
の
保
護
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
 
血
液
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
的
か
つ
適
切
な
供

給
並
び
に
そ
の
安
全
性
の
向
上
に
寄
与
す
る
技
術
の
開
発
並
び
に
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

5
 
医
療
関
係
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
血
液
製
剤
の

安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
血
液
製
剤
及
び
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
に
つ
い
て
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し

血
液
製
剤
及
び
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
(
用
法
、
効
能
及
び
効
果
に
つ
い
て
血
液
製
剤
と
代
替
性
の
あ
る
医
薬

品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
昭
和

三
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
)
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

)
(
以
下
「
血
液
製
剤
等
」
と
い
う
。
)
の
需
給
動
向
を
勘
案
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
と

0

し
て
、
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
の
今
後
五
年
間
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
考
察
す
る
。



一
輸
血
用
血
液
製
剤

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
全
て
国
内
献
血
で
賄
わ
れ
て
い
る
。
直
近
五
年
間
で
み
る
と
、

需
要
は
僅
か
に
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
輸
血
用
血
液
製
剤
を
多
く
使
用
す
る
高
齢
者
の
人
口
が
増

加
す
る
も
の
の
、
腹
腔
鏡
下
内
視
鏡
手
術
な
ど
出
血
量
を
抑
え
た
医
療
技
術
の
進
歩
等
に
ょ
り
、
こ
の
傾
向
が
続

く
も
の
と
予
測
し
て
い
る
が
、
引
き
続
き
、
国
、
採
血
事
業
者
及
び
製
造
販
売
業
者
は
需
要
を
注
視
す
る
と
と
も

に
、
製
造
販
売
業
者
は
我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
よ
、
つ

二
血
奬
分
画
製
剤

免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
の
需
要
は
、
直
近
五
年
間
で
み
る
と
増
加
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
製
造
販
売
業
者
に
お

て
効
能
又
は
効
果
を
拡
大
す
る
開
発
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
実
現
し
た
場
合
に
は
更
に
需
要
が
増
加
す

しる
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
需
要
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
需
要

は
直
近
五
年
間
で
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
(
複
合
体
製

剤
を
除
く
。
)
の
需
要
は
、
直
近
五
年
間
で
は
横
ば
い
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
需
要
に
見
合
う
供
給
が

見
込
ま
れ
る
が
、
引
き
続
き
、
我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

三
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等

血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
等
に
つ
い
て
は
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
と
し
て
、

、し

遺
伝
子
組
換
え
製
剤
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る
必



要
が
あ
る
。

第
三
血
液
製
剤
に
関
し
国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

一
国
内
自
給
の
た
め
の
献
血
量
の
確
保

1
 
輸
血
用
血
液
製
剤

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
採
血
事
業
者
は
、
第
二
に
示
し
た
血
液
製
剤
に
つ
い
て
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通

、し

し
を
踏
ま
え
、
第
四
に
示
す
と
お
り
、
計
画
的
な
献
血
の
推
進
に
努
め
、
輸
血
用
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
の
確

保
の
た
め
に
必
要
な
献
血
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

今
後
も
、
効
率
的
な
献
血
の
受
入
れ
や
献
血
者
の
確
保
の
た
め
の
取
組
に
加
え
、
輸
血
用
血
液
製
剤
の
適
正

使
用
の
推
進
に
ょ
り
、
引
き
続
き
、
医
療
需
要
に
応
じ
た
国
内
献
血
に
ょ
る
輸
血
用
血
液
製
剤
の
供
給
を
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
。

し
と
.
ワ

2
 
血
奬
分
画
製
剤

血
柴
分
画
製
剤
に
つ
い
て
も
、
第
二
に
示
し
た
と
お
り
、
中
期
的
に
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
も
踏

ま
え
、
輸
血
用
血
液
製
剤
と
同
様
に
、
国
内
自
給
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
献
血
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
一
方
、
第
五
に
示
す
と
お
り
、
血
粲
分
画
製
剤
の
連
産
工
程
の
中
で
生
じ
る
国
内
献
血
由
来
の
中
間
原
料
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
ず
に
廃
棄
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
る
。
国
、
採
血
事
業
者
及
び
製
造
販
売
業



者
等
は
、
国
内
の
献
血
に
ょ
り
得
ら
れ
た
血
液
が
全
て
有
効
に
利
用
さ
れ
、
医
療
需
要
に
応
じ
て
、
血
奬
分
画

製
剤
と
し
て
国
内
に
過
不
足
な
く
供
給
さ
れ
る
よ
う
、
血
粲
分
画
製
剤
の
国
内
自
給
の
確
保
に
向
け
た
製
造
及

び
供
給
の
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
血
液
事
業
の
安
定
的
な
運
営
を
通
じ
て
、
血
奬
分
画
製
剤
の
安
定
供
給
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
期
的
に
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
へ
の
対
応
や
、
未
利
用
の
中
間
原
料
を
有
効
に
利

用
す
る
た
め
、
採
血
事
業
者
及
び
製
造
販
売
業
者
等
は
、
採
血
か
ら
製
造
及
び
供
給
ま
で
に
至
る
全
て
の
段
階

を
通
じ
て
、
事
業
の
最
大
限
の
効
率
化
及
び
合
理
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
採
血
事
業
者
に
お
け
る
平
成
三
十
年
度
の
採
血
体
制
で
の
原
料
血
奬
の
最
大
確
保
量
は
約
百
万
り
ツ

ト
ル
で
あ
る
が
、
採
血
事
業
者
が
実
施
又
は
検
討
中
の
原
料
血
奬
の
新
た
な
確
保
策
に
ょ
り
、
平
成
三
十
五
年

度
ま
で
に
は
平
成
三
十
年
度
と
同
じ
献
血
者
数
か
ら
約
二
十
万
り
ツ
ト
ル
の
原
料
血
奬
を
追
加
し
て
確
保
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
一
方
、
平
成
三
十
五
年
度
に
は
国
内
の
製
造
販
売
業
者
に
お
け
る
原
料

し
ょ
,
つ

し
と
、
ワ

血
奬
の
需
要
量
は
百
三
十
八
万
り
ツ
ト
ル
に
達
す
る
と
の
推
計
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
は
、
血
粲
分
画
製
剤

を
供
給
す
る
製
造
販
売
業
者
等
の
協
力
を
得
て
、
国
内
の
医
療
需
要
を
踏
ま
え
た
原
料
血
鷺
の
具
体
的
な
需
要

見
込
量
を
示
す
と
と
も
に
、
採
血
事
業
者
は
、
原
料
血
奬
の
新
た
な
確
保
策
の
早
期
実
施
に
加
え
、
我
が
国
の

医
療
需
要
に
応
じ
た
原
料
血
奬
の
更
な
る
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

国
は
、
血
奬
分
画
製
剤
の
国
内
自
給
の
確
保
を
推
進
す
る
。
こ
の
た
め
、
血
奬
分
画
製
剤
の
原
料
を
外
国
か



ら
の
血
液
に
由
来
す
る
も
の
か
ら
国
内
献
血
由
来
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
ょ
り
国
内
自
給
に
寄
与
す
る
方
針
を

し
と
、
つ

有
す
る
製
造
販
売
業
者
等
に
、
国
内
献
血
由
来
で
あ
る
血
奬
分
画
製
剤
の
原
料
を
配
分
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

ま
た
、
国
内
に
お
け
る
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
の
需
要
が
増
加
す
る
一
方
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
需
要
は
減

少
傾
向
に
あ
り
、
さ
ら
に
、
組
織
接
着
剤
の
国
内
自
給
の
減
少
に
ょ
り
、
未
利
用
の
中
間
原
料
が
発
生
す
る
現

状
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
は
、
こ
れ
ら
未
利
用
の
中
間
原
料
を
使
用
す
る
こ
と
に
ょ
り
国
内
自
給
に
寄
与
す

る
方
針
を
有
す
る
製
造
販
売
業
者
等
に
、
当
該
中
間
原
料
を
配
分
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

加
え
て
、
国
は
、
原
料
を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
特
殊
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
に
つ
い
て
、
国
内
で
の
原
料

血
奬
の
確
保
に
向
け
た
具
体
的
な
方
策
を
検
討
す
る
。

二
医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
啓
発
等

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
業
者
及
び
製
造
販
売
業
者
等
は
、
国
内
献
血
由
来
の
血
液
製
剤
の
意
義
に
つ
し

て
、
医
療
関
係
者
及
び
患
者
等
(
患
者
及
び
そ
の
家
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
対
す
る
啓
発
に
取
り
組
む
こ

と
と
す
る
。

医
療
関
係
者
は
、
献
血
に
ょ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
血
液
製
剤
が
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
め
、
そ
の
よ
う

な
血
液
製
剤
に
つ
い
て
、
患
者
等
へ
の
分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

、し

ま
た
、
国
は
、
法
の
施
行
か
ら
一
定
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
及
び
一
部
の
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
の
確
保

が
改
善
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
一
度
、
献
血
者
、
医
療
関
係
者
、
関
係
学
会
及
び
患
者
等
を
は
じ
め
と



す
る
国
民
に
向
け
、
国
内
自
給
の
現
状
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
国
内
自
給
の
確
保
の
必
要
性
を

訴
え
る
こ
と
と
す
る
。

第
四
献
血
の
推
進
に
関
す
る
事
項

一
献
血
の
普
及
啓
発
及
び
環
境
整
備
等

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
業
者
、
献
血
推
進
協
議
会
、
民
間
の
献
血
推
進
組
織
等
は
、
本
方
針
及
び
第
四

の
二
の
献
血
推
進
計
画
を
踏
ま
え
、
協
力
し
て
、
相
互
扶
助
及
び
博
愛
の
精
神
に
基
づ
き
、
献
血
推
進
運
動
を
展

開
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
献
血
に
つ
い
て
国
民
に
正
確
な
情
報
を
伝
え
、
そ
の
理
解
と
協
力

を
得
る
必
要
が
あ
る
。

輸
血
用
血
液
製
剤
の
需
要
は
、
第
二
の
一
で
示
し
た
と
お
り
、
今
後
も
僅
か
に
減
少
傾
向
が
見
込
ま
れ
る
が
、

血
粲
分
画
製
剤
の
需
要
は
、
第
二
の
二
で
示
し
た
と
お
り
、
今
後
は
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。
一
方
、
今
後
の
人
口

動
態
を
考
慮
す
る
と
献
血
可
能
人
口
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
に
は
引
き
続
き

国
民
一
人
一
人
の
一
層
の
献
血
へ
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
献
血
に

つ
い
て
の
理
解
を
広
め
、
必
要
な
献
血
者
数
を
確
保
す
る
た
め
、
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
等
の
媒
体
を
効
果

、し

的
に
用
い
た
献
血
へ
の
複
数
回
の
協
力
を
含
む
普
及
啓
発
、
集
団
献
血
の
実
施
等
の
献
血
機
会
の
増
加
に
向
け
た

企
業
、
団
体
等
へ
の
働
き
か
け
及
び
快
適
な
献
血
ル
ー
ム
な
ど
の
環
境
整
備
を
一
層
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

特
に
、
幼
少
期
も
含
め
た
若
年
層
に
対
す
る
献
血
推
進
は
、
将
来
の
献
血
基
盤
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
非
常



に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
採
血
事
業
者
は
、
学
校
等
と
連
携
し
て
「
献
血
セ
ミ
ナ

1
」
や
「
キ
ッ
ズ
献
血
」
を
実
施
す
る
な
ど
、
献
血
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
や
、
集
団
献
血
等
の
献

血
に
触
れ
合
う
機
会
を
積
極
的
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
献
血
未
経
験
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
針
刺
し
の
痛
み
」
、
「
不
安
咸
ど
、
「
恐
怖
感
」

、し

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
採
血
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
軽
減
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
.
、
特
に
、
初

回
献
血
時
に
全
血
採
血
を
選
択
す
る
献
血
者
に
対
し
て
は
、
全
血
採
血
に
は
四
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
と
二

百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
が
あ
る
こ
と
、
規
則
別
表
第
二
(
以
下
「
採
血
基
準
」
と
い
う
。
)
を
満
た
し
て
い

れ
ば
、
い
ず
れ
の
採
血
で
も
安
全
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
説
明
を
受
け
た
上
で
、

四
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
を
選
択
す
る
こ
と
に
不
安
が
あ
る
初
回
献
血
者
に
は
、
二
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血

採
血
を
選
択
し
て
も
ら
う
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
ょ
り
、
初
回
献
血
時
の
不
安
感
の
軽
減
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に

今
後
の
継
続
的
な
献
血
に
繋
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

献
血
は
自
発
的
な
行
為
で
あ
り
、
献
血
者
一
人
一
人
の
心
の
充
足
感
が
活
動
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
継
続
し
て
献
血
し
て
も
ら
え
る
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
採
血
事
業
者
は
、

医
療
需
要
に
応
じ
た
採
血
区
分
の
採
血
へ
の
協
力
依
頼
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
採
血
の
区
分
(
二

百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
、
四
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
又
は
成
分
採
血
)
に
つ
い
て
、
献
血
者
の
意
思
を

、し

尊
重
し
て
決
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。

、



二
献
血
推
進
計
画
及
び
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
つ
き
、
献
血
に
ょ
り
確
保
す
べ
き
血
液
の
目
標
量
、
そ
の

目
標
量
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
施
策
及
び
献
血
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
薬
事
・
食

品
衛
生
審
議
会
(
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
)
の
意
見
を
聴
い
て
献
血
推
進
計
画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。
ま

た
、
献
血
推
進
計
画
に
基
つ
き
、
国
民
の
献
血
へ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
、
献
血
の
受
入

れ
や
献
血
者
の
保
護
に
関
す
る
採
血
事
業
者
へ
の
協
力
等
を
行
う
。

都
道
府
県
は
、
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
ょ
り
、
本
方
針
及
び
献
血
推
進
計
画
に
基
つ
き
、
毎
年
度
、
血
液

製
剤
の
需
給
の
状
況
、
適
正
使
用
の
推
進
状
況
、
人
口
動
態
等
を
考
慮
し
て
、
効
果
的
な
都
道
府
県
献
血
推
進
計

画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
献
血
に
対
す
る
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
広
報
、
献
血
推

進
組
織
の
育
成
、
献
血
の
受
入
れ
の
円
滑
な
実
施
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

市
町
村
は
、
国
及
び
都
道
府
県
と
と
も
に
献
血
推
進
の
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三
献
血
受
入
計
画

採
血
事
業
者
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
ょ
り
、
本
方
針
及
び
献
血
推
進
計
画
に
基
っ
き
、
毎
年
度
、

献
血
受
入
計
画
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
計
画
に
基
っ
い
て
事
業

を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
献
血
受
入
体
制
を
着
実
に
整
備
し
、
献
血
の
受
入
れ
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
採
血
時
の
安
全
性
の
確
保
、
事
故
へ
の
対
応
、
献
血
者



の
個
人
情
報
の
保
護
、
採
血
に
ょ
る
献
血
者
等
の
健
康
被
害
の
補
償
等
、
献
血
者
が
安
心
し
て
献
血
で
き
る
環
境

の
整
備
、
採
血
に
際
し
て
の
血
液
検
査
に
ょ
る
健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
及
び
献
血
者
登
録
制
度
に
ょ
る
献
血

者
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る
こ
と
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
希
少
血
液
の
確
保
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
今
後
少
子
化
の
進
展
に
ょ
り
献
血
可
能
人
口
が
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、
献
血
者
に
配
慮
し
た
献
血
受

入
時
間
帯
を
設
定
す
る
な
ど
、
献
血
者
の
利
便
性
が
よ
り
向
上
す
る
よ
う
、
献
血
受
入
体
制
を
工
夫
し
て
整
備
す

る
こ
と
が
中
長
期
的
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
献
血
者
の
意
見
を
聴
取
し
な
が
ら
献
血
受
入
体
制
の
整
備
に

向
け
た
方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

四
献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
等
に
関
す
る
確
認
及
び
評
価

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
確
認
及
び
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
採
血

事
業
者
に
ょ
る
献
血
の
受
入
れ
の
実
績
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
す
る
体
制
を
構
築
し
、
必
要
に
応
じ
、
献
血
推

進
施
策
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

五
災
害
時
等
に
お
け
る
献
血
者
の
確
保

災
害
時
等
に
お
い
て
、
製
造
販
売
業
者
等
の
保
有
す
る
血
液
製
剤
(
特
に
有
効
期
間
の
短
い
血
小
板
製
剤
と
赤

血
球
製
剤
)
の
在
庫
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
採
血
事
業
者
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
協
力
し
、
供
給
に
支

障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
献
血
者
の
確
保
に
つ
い
て
早
急
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
災
害
時



等
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
と
協
力
し
、
あ
ら
か
じ
め
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

六
献
血
者
の
安
全
確
保
等

国
及
び
採
血
事
業
者
は
、
献
血
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、
献
血
者
の
安
全
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
っ
き
、
採
血
事
業
者
に
対
し
て
、
採
血
す
る
血
液

の
量
を
指
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
採
血
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
献
血
者
等
に
つ
き
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
条
第
二
項
の
規
定
及
び
採
血

基
準
に
基
つ
き
、
貧
血
者
、
年
少
者
、
妊
娠
中
の
者
そ
の
他
採
血
が
健
康
上
有
害
で
あ
る
と
さ
れ
る
者
か
ら
採
血

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
採
血
事
業
者
は
、
採
血
に
ょ
る
健
康
被
害
の
種
類
・
発
生
頻
度
、
、
採
血
後
の
注
意
事
項
等

の
献
血
に
関
す
る
情
報
を
献
血
者
に
周
知
し
、
献
血
後
に
十
分
な
休
憩
を
取
得
す
る
よ
う
促
す
な
ど
、
採
血
に
ょ

る
健
康
被
害
の
未
然
防
止
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
献
血
者
に
健
康
被
害
が
生
じ
、
採
血
事
業
者
が
無
過
失
で
あ
る
場
合
や
過
失
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に

は
、
採
血
事
業
者
は
、
別
に
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
迅
速
に
被
{
舌
補
償
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
五
血
液
製
剤
の
製
造
及
び
供
給
に
関
す
る
事
項

一
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
の
需
給
計
画

輸
血
用
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
全
て
国
内
献
血
に
ょ
り
賄
わ
れ
て
お
り
、
引
き
続
き

叩



医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

し
ょ
.
つ

血
奬
分
画
製
剤
に
つ
い
て
は
、
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え
、
需
要
動
向
を
適
時
適
切
に
把
握
す
る
必

、し

要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

等
を
含
む
血
柴
分
画
製
剤
の
需
給
計
画
を
定
め
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
を
公
表
す
る
。

な
お
、
需
給
計
画
に
つ
い
て
は
、
当
該
血
柴
分
画
製
剤
の
需
給
動
向
の
み
な
ら
ず
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等

、し

の
有
無
や
当
該
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
の
需
給
動
向
、
新
た
な
治
療
法
の
手
法
の
有
無
等
を
考
慮
し
、
審
議
会

の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
。

ま
た
、
血
奬
分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
製
造
又
は
輸
入
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
二
十
五
条
第
七
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
需
給
計
画
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
つ
き
、
そ
の
製
造
又

は
輸
入
の
実
績
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
報
告
が
需
給
計
画

に
照
ら
し
著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
て
需
給
計
画
を
尊

重
し
て
製
造
又
は
輸
入
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
。

し
ょ
.
つ

二
原
料
血
奬
の
配
分

国
は
、
原
料
血
奬
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
採
血
事
業
者
と
協
力
し
、
製
造
販
売
業
者
等
か
ら

個
別
に
翌
年
度
の
血
柴
分
画
製
剤
の
需
給
に
係
る
情
報
を
収
集
す
る
。
そ
の
上
で
、
製
造
販
売
業
者
等
の
製
造
能

力
及
び
製
造
効
率
を
勘
案
し
、
安
定
供
給
に
必
要
な
血
奬
分
画
製
剤
の
適
正
な
水
準
の
製
造
が
確
保
さ
れ
る
よ
う

ヘ



審
議
会
で
の
審
議
を
踏
ま
え
、
需
給
計
画
に
お
い
て
採
血
事
業
者
か
ら
製
造
販
売
業
者
等
へ
の
原
料
血
奥
の
配

、

分
量
及
び
配
分
す
る
際
の
標
準
価
格
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

採
血
事
業
者
は
、
法
第
二
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
料
血
鷺
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
需
給
計
画

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
は
、
現
に
原
料
血
堤
が
配
分
さ
れ
て
い
る
製
造
販
売
業
者
等
に
加
え
、
新
た
に
原
料
血
梨
の
配
分
を
希
望
し

し
よ
、
つ

こ
れ
を
原
料
に
国
内
に
血
奬
分
画
製
剤
を
供
給
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
、
審
議
会
が
法
の
目

、

的
及
び
基
本
理
念
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
配
分
ル
ー
ル
に
従
っ
て
配
分
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
△
口
、
外
国
に

製
造
所
を
有
す
る
製
造
販
売
業
者
等
も
配
分
の
対
象
と
な
り
得
る
。

三
供
給
危
機
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応

国
は
、
災
害
等
の
場
合
に
は
、
血
液
製
剤
の
供
給
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
血
液
製
剤
(
特
に
有
効

期
間
の
短
い
血
小
板
製
剤
と
赤
血
球
製
剤
)
に
つ
い
て
、
製
造
販
売
業
者
等
に
在
庫
状
況
等
を
確
認
し
、
そ
の
結

果
を
踏
ま
え
、
広
域
的
な
対
応
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
製
造
販
売
業
者
等
に
ょ
る
供
給
を
支
援
す
る
。

ま
た
、
平
時
よ
り
一
定
程
度
の
在
庫
確
保
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
時
に
は
代
替
製
剤
の
増
産
を
要
請
す
る

こ
と
に
ょ
り
、
そ
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
対
応
に
加
え
て
、
国
は
、
血
柴
分
画
製
剤
の
安
定
供
給
の
観
点
か
ら
、
代
替
製
剤
が
な
く
、
一
つ
の

製
造
販
売
業
者
か
ら
単
独
で
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
状
況
を
解
消
す
る
た
め
、
同
じ
効
能
を
有
す
る
製
品



が
複
数
の
製
造
販
売
業
者
か
ら
供
給
さ
れ
る
体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

都
道
府
県
は
、
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
の
血
液
製
剤
(
特
に
有
効
期
間
の
短
い
血
小
板
製
剤
と
赤
血
球
製
剤

)
の
供
給
体
制
等
に
つ
い
て
、
製
造
販
売
業
者
等
と
協
議
し
、
防
災
計
画
に
盛
り
込
む
な
ど
、
平
時
か
ら
災
害
に

備
え
た
対
応
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

製
造
販
売
業
者
等
は
、
災
害
等
の
場
合
の
緊
急
的
な
対
応
を
常
に
考
慮
し
な
が
ら
、
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
緊
急
時
の
製
造
や
供
給
に
関
す
る
マ
ニ
ユ
ア
ル
の
整
備
や
訓
練
、
災
害
に
備
え
た

設
備
の
整
備
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
緊
急
的
な
対
応
が
可
能
な
体
制
を
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

四
血
奬
分
画
製
剤
の
輸
出
等

今
ま
で
廃
棄
さ
れ
て
い
た
連
産
工
程
の
中
で
生
じ
る
国
内
献
血
由
来
の
中
間
原
料
を
活
用
し
た
血
奬
分
画
製
剤

の
輸
出
な
ど
、
献
血
血
液
の
有
効
活
用
及
び
海
外
の
患
者
の
ア
ン
メ
ッ
ト
・
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ニ
ー
ズ
に
資
す
る
こ

し
ょ
.
つ

と
を
目
的
と
し
た
血
奬
分
画
製
剤
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
と
安
定
供
給
の
確
保
に

支
障
が
生
じ
な
い
範
囲
で
行
う
も
の
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
需
給
計
画
に
お
い
て
当
該
年
度

し
と
.
つ

に
輸
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
血
柴
分
画
製
剤
の
種
類
及
び
量
を
定
め
る
こ
と
と
し
、
血
柴
分
画
製
剤
の
製
造
販
売

業
者
等
は
、
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
需
給
計
画
の
作
成
に
資
す
る
よ
う
、
翌
年
度
に
輸
出
す

し
と
.
つ

る
と
見
込
ま
れ
る
血
粲
分
画
製
剤
の
種
類
及
び
量
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
と
す
る
。

第
六
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
事
項



一
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組

生
物
由
来
製
品
に
つ
ぃ
て
は
、
そ
の
感
染
の
り
ス
ク
等
を
踏
ま
え
、
原
材
料
の
採
取
及
び
製
造
か
ら
市
販
後
に

至
る
各
段
階
に
お
い
て
、
一
般
の
医
薬
品
等
に
お
け
る
各
種
基
準
に
加
え
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
の
第
十
二
章

生
物
由
来
製
品
の
特
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
血
液
製

剤
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
等
を
柱
と
し
て
、
他
の
医
薬
品
等
と
比
べ
て
ょ
り
慎
重
な
管
理
を
行
う
な
ど
、

、し

一
層
の
安
全
性
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

保
健
衛
生
上
の
観
点
か
ら
定
め
る
原
料
等
及
び
品
質
等
に
関
す
る
基
準
(
生
物
由
来
原
料
基
準
(
平
成
十
五

1

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
号
)
及
び
生
物
学
的
製
剤
基
準
(
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
五

号
)
)

一

2
 
構
造
設
備
、
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
基
準
(
薬
局
等
構
造
設
備

規
則
(
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
)
第
八
条
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理

の
基
準
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
九
号
)
第
二
十
八
久
木
)

3
 
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
等
に
お
い
て
、
感
染
の
り
ス
ク
等
を
有
す
る
こ
と
か
ら
適
正
に
使
用
す
べ
き

医
薬
品
等
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
安
全
性
の
確
保
に
関
し
必
要
な
表
示
を
行
う
こ
と
(
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
七
)
0

4
 
病
原
体
の
混
入
が
判
明
し
た
場
合
に
遡
及
調
査
を
速
や
か
に
講
ず
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
製
造
販
売



業
者
、
販
売
業
者
及
び
医
療
関
係
者
は
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
(
医
薬
品
医

療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
)
。
ま
た
、
製
造
業
者
は
、
特
定
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
、
遡
及
調
査

の
た
め
に
必
要
な
量
を
、
他
の
医
薬
品
等
と
比
べ
て
ょ
り
長
期
間
、
適
切
に
保
存
す
る
こ
と
(
医
薬
品
及
び
医

薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
二
十
八
条
)

0

5
 
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、

又
は
承
認
を
受
け
た
生
物
由
来
製
品
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
料
に
ょ
る
感
染
症
に
関
す
る
最
新
の
知
見

に
基
づ
き
当
該
生
物
由
来
製
品
を
評
価
し
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
感
染
症
定
期
報
告
を
行

0

わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
(
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
)

6
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
感
染
症
定
期
報
告
に
係
る
情
報
の
整
理
又
は
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
感
染
症
定
期

報
告
の
状
況
に
つ
い
て
審
議
会
に
報
告
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
を
聴
い
て
、
保
健
衛

生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
(
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

六
十
八
条
の
二
十
四
第
二
項
及
び
第
三
項
)
。
特
に
、
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
加
え
て
、

採
血
事
業
者
に
対
す
る
指
示
そ
の
他
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
(
法

第
二
十
九
条
)
0

7
 
医
療
関
係
者
は
、
特
定
生
物
由
来
製
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
そ
の
他
当
該
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
患
者
等
に
対
し
、
適
切
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
(
医



薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
一
)
0

以
上
の
基
準
等
と
と
も
に
、
血
液
製
剤
の
一
層
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
採

血
事
業
者
は
、
献
血
者
に
対
し
、
検
査
を
目
的
と
し
た
献
血
を
行
わ
な
い
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
周
知
徹
底
す
る
こ

と
と
す
る
。
ま
た
、
採
血
事
業
者
は
、
血
液
製
剤
を
介
し
て
感
染
症
等
が
発
生
す
る
り
ス
ク
を
で
き
る
限
り
排
除

t
る
た
め
に
、
献
血
時
に
お
け
る
問
診
の
充
実
を
図
る
な
ど
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
協
力
す
る
こ
と
と
す

る
。
さ
ら
に
、
医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
患
者
等
よ
り
同
意
を
得
る
こ

と
と
す
る
。

二
適
切
か
つ
迅
速
な
安
全
対
策
の
実
施

採
血
事
業
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
つ
き
、
採
取
し
た
血
液
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
血
液
製
剤

に
ょ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
当
該
血
液
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
、
当
該
血
液
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

よ
、製

造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
ょ
っ
て
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
し
、
又
は
拡
大
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

医
療
関
係
者
及
び
販
売
業
者
等
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品

0

0



等
特
例
承
認
取
得
者
が
行
う
こ
れ
ら
の
必
要
な
措
置
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
第

一
項
の
規
定
に
基
っ
き
、
医
療
関
係
者
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
っ
き
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
ょ
る
も
の
と
疑

わ
れ
る
副
作
用
、
感
染
症
の
発
生
等
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
速
や
か
に
報
告

、し

(
以
下
「
副
作
用
等
報
止
口
」
と
い
う
。
)
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造

医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
副
作
用
等
報
告
に
際
し
て
遡
及
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
っ

き
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
ょ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
発
生
等
の
原
因
の
調
査
を
求
め
、
血
液
製
剤
に
ょ
る

保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
法
第
六
十
九
条
の

三
の
規
定
に
基
づ
く
血
液
製
剤
の
販
売
等
の
一
時
停
止
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

血
液
製
剤
の
回
収
等
並
び
に
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
品
質
管
理
等
の
方
法

の
改
善
の
措
置
等
の
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
審
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
委
員
等
と
感
染
症
定
期
報
告
副
作
用
等
報
告
に
ょ
る
血
液
製

剤
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
遅
滞
な
く
共
有
す
る
と
と
も
に
、
国
民
及
び
医
療
関
係
者
に
対
し
適
切
か
つ
迅
速

に
情
報
を
公
開
し
、
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。
情
報
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
患
者
等
に
対
す
る
不
利
益
や
偏
見

差
別
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

、



国
は
、
安
全
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
に
つ
い
て
、
製
造
販
売
業
者
等
、
採
血
事
業
者
及
び
医
療
関
係
者

の
協
力
を
得
て
、
感
染
症
に
関
す
る
情
報
、
安
全
技
術
の
開
発
動
向
、
海
外
の
制
度
等
を
参
照
し
な
が
ら
、
必
要

に
応
じ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
技
術
の
開
発
促
進
及
び
早
期
導
入

製
造
販
売
業
者
等
は
、
病
原
体
の
不
活
化
・
除
去
技
術
の
向
上
、
よ
り
高
感
度
か
つ
高
精
度
の
検
査
方
法
の
開

発
等
を
通
じ
、
よ
り
安
全
性
の
高
い
血
液
製
剤
の
開
発
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
係
る
技
術
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
技
術
開
発
を
支
援
し
、

採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
業
者
及
び
製
造
業
者
が
そ
れ
ら
の
技
術
を
早
期
導
入
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
と
す

る
。

四
自
己
血
輸
血
の
取
扱
い

輸
血
用
血
液
製
剤
に
ょ
り
感
染
症
、
免
疫
学
的
副
作
用
等
が
発
生
す
る
り
ス
ク
は
、
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い

0

こ
の
た
め
、
院
内
で
の
実
施
管
理
体
制
が
適
正
に
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
自
己
血
輸
血
が
推
奨
さ
れ
て

お
り
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
使
用
指
針
、
輸
血
療
法
の
実
施
に
関
す
る
指
針
に
お
い
て
、
自
己
血
輸
血
の
取
扱
い

を
医
療
機
関
に
示
し
て
お
り
、
医
療
関
係
者
は
、
当
該
指
針
に
沿
っ
て
適
切
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
自
己
血
輸
血
を
除
き
、
院
内
血
輸
血
は
、
安
全
性
の
問
題
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
行
う
べ

き
で
は
な
い
。



第
七
血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
事
項

一
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
た
め
の
各
種
指
針
の
普
及
等

国
は
、
血
液
製
剤
の
使
用
適
正
化
及
び
輸
血
療
法
の
適
正
化
を
図
る
た
め
に
策
定
し
た
各
種
指
針
の
改
定
を
適

宜
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
普
及
を
図
る
。
ま
た
、
医
療
関
係
者
に
対
す
る
教
育
等
を
通
じ
て
、
血
液
製
剤
の
適
正

使
用
を
働
き
か
け
て
い
く
。
さ
ら
に
、
医
療
機
関
に
お
け
る
血
液
製
剤
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
調
査
を

行
い
、
適
正
使
用
の
推
進
の
た
め
の
効
果
的
な
方
法
を
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
適
正
使
用
の
推
進
の
た
め
の

方
策
を
講
ず
る
。

国
及
び
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
に
お
い
て
血
液
製
剤
を
用
い
た
輸
血
療
法
が
適
正
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
輸
血

療
法
委
員
会
及
び
輸
血
部
門
の
設
置
並
び
に
責
任
医
師
及
び
担
当
技
師
の
配
置
を
働
き
か
け
る
。

二
医
療
機
関
に
お
け
る
取
組

医
療
関
係
者
は
、
医
療
機
関
に
お
け
る
血
液
製
剤
の
管
理
体
制
を
整
備
し
、
そ
の
使
用
状
況
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
血
液
製
剤
の
特
徴
を
十
分
に
理
解
し
、
患
者
に
真
に
必
要
な
場
合
に
限
っ
て
血
液
製
剤
を
使
用
す
る
な
ど

適
正
使
用
に
努
め
る
。

、

ま
た
、
患
者
等
に
対
し
、
血
液
製
剤
の
有
効
性
及
び
安
全
性
そ
の
他
当
該
製
品
の
適
正
使
用
の
た
め
に
必
要
な

事
項
に
関
し
て
適
切
か
つ
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
血
液
製
剤
の
使
用

に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
患
者
等
よ
り
同
意
を
得
る
こ
と
と
す
る
。

、



第
八
そ
の
他
献
血
及
び
血
液
製
剤
に
関
す
る
重
要
事
項

一
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
に
関
す
る
事
項

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
の
製
造
及
び
供
給
は
、
血
液
製
剤
の
需
給
動
向
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
第

五
に
示
し
た
と
お
り
、
計
画
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
第
六
に
示
し
た
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
等
に
基
づ
く
規
制
が
適
用
さ
れ
る
。
な
お
、

、し

患
者
等
へ
の
説
明
又
は
記
録
の
保
存
等
に
つ
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
、
特
定
生
物
由
来
製
品
と
同
様
に
行
う
こ
と

、し

が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
患
者
等
よ
り
同
意
を
得
る
こ
と
と
す

る
。

二
血
液
製
剤
の
表
示

投
与
さ
れ
る
血
液
製
剤
の
原
料
の
由
来
に
係
る
患
者
等
の
知
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
、
製
造
販
売
業
者
等
は

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
基
つ
き
、
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
採
血
国

及
び
献
血
又
は
非
献
血
の
区
別
を
表
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
医
療
関
係
者
が
患
者
等
に
対
し
、
で
き

る
限
り
こ
れ
ら
の
説
明
を
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
国
、
製
造
販
売
業
者
等
及
び
医
療
関
係
者
は
、
例
え
ば
、
血
梨

分
画
製
剤
の
説
明
文
を
用
意
し
た
り
、
そ
の
説
明
に
薬
剤
師
等
を
活
用
し
た
り
す
る
な
ど
、
環
境
整
備
を
進
め
る

必
要
が
あ
る
。



三
血
液
製
剤
等
の
研
究
開
発
の
推
進

既
存
の
血
液
製
剤
等
よ
り
も
優
れ
た
安
全
性
及
び
有
効
性
を
有
す
る
も
の
の
製
品
化
が
進
む
よ
う
、
国
は
、
製

造
販
売
業
者
等
に
お
け
る
血
液
製
剤
等
の
研
究
開
発
を
支
援
す
る
。
例
え
ば
、
抗
血
液
凝
固
第
Ⅸ
0
/
X
因
子
ヒ

ト
化
二
重
特
異
性
モ
ノ
ク
ロ
ー
ナ
ル
抗
体
の
よ
う
に
、
作
用
が
長
時
間
持
続
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
、
ま
た
、
皮

下
注
射
が
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
患
者
の
利
便
性
に
資
す
る
医
薬
品
の
開
発
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
抗
凝
固
因
子
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
生
体
内
で
の
凝
固
因
子
と
抗
凝
固
因
子
と
を
平
衡
化
す
る
こ
と
に

よ
り
、
血
友
病
の
治
療
を
行
う
医
薬
品
の
臨
床
試
験
が
進
み
、
イ
ン
ヒ
ビ
タ
ー
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
皮
下
注

射
に
ょ
り
治
療
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
国
は
、
臨
床
試
験
の
状
況
を
注
視
し
て
い
く
。

国
は
、
学
会
等
か
ら
の
要
望
を
受
け
、
国
内
で
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
血
液
製
剤
等
や
効
能
又
は
効
果
に
つ
し

て
、
薬
物
療
法
に
関
す
る
医
学
的
・
薬
学
的
な
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
構
成
す
る
検
討
会
議
に
お
い
て
、
諸
外

国
で
の
承
認
状
況
や
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
き
検
討
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
製
造
販
売
業
者
へ
の
開
発
要
請
等
を

通
じ
て
、
開
発
の
推
進
を
促
す
。

な
お
、
輸
血
用
血
液
製
剤
と
代
替
性
が
あ
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
研
究
開
発
に
つ
い
て
は
、
平
成

三
十
年
九
月
に
厚
生
科
学
審
議
会
で
i
p
S
細
胞
由
来
の
血
小
板
を
用
い
た
自
己
輸
血
の
臨
床
研
究
の
実
施
計
画

が
了
承
さ
れ
て
お
り
、
国
と
し
て
、
研
究
の
実
施
状
況
を
注
視
し
て
い
く
。

四
血
液
製
剤
等
の
価
格
等



輸
血
用
血
液
製
剤

1

輸
血
用
血
液
製
剤
に
係
る
血
液
事
業
は
、
原
料
の
採
血
か
ら
製
剤
の
検
査
、
製
造
、
供
給
に
至
る
ま
で
、
現

在
は
唯
一
の
採
血
事
業
者
か
つ
製
造
販
売
業
者
で
も
あ
る
事
業
者
が
実
施
し
て
お
り
、
競
争
原
理
が
働
い
て
い

な
い
。
こ
の
た
め
、
当
該
事
業
者
は
、
血
液
事
業
の
運
営
に
支
障
を
来
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
輸
血
用

0

血
液
製
剤
を
供
給
す
る
ま
で
の
各
工
程
で
無
駄
が
な
い
か
な
ど
を
検
証
し
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
こ
と
に
ょ

、

り
、
少
し
で
も
安
価
な
製
剤
を
供
給
で
き
る
よ
う
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
と
,
ワ

原
料
血
奬

2

採
血
事
業
者
及
び
製
造
業
者
は
、
血
液
事
業
の
運
営
に
支
障
を
来
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
原
料
血
蜘

を
供
給
す
る
ま
で
の
各
工
程
で
無
駄
が
な
い
か
な
ど
を
検
証
し
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
こ
と
に
ょ
り
、
少
し

し
と
,
ワ

で
も
安
価
な
原
料
血
奬
を
供
給
で
き
る
よ
う
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
需
給
計
画
の
策
定
時
に
お
け
る
原
料
血
奬
の
標
準
価
格
(
以
下
「
標
準
価
格
」
と
い
う
。
)

の
計
算
方
式
の
改
善
、
原
料
血
奬
の
配
分
量
及
び
標
準
価
格
の
複
数
年
契
約
化
等
に
ょ
る
標
準
価
格
の
在
り
方

そ
の
も
の
の
見
直
し
な
ど
に
つ
い
て
、
採
血
事
業
者
及
び
血
奬
分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
の
協
力
を
得
て

検
討
を
行
う
。

し
よ
.
つ

血
柴
分
画
製
剤

3

し
と
一
つ

多
く
の
血
粲
分
画
製
剤
(
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
薬
価
収
載
さ
れ
て
以
降



三
十
年
を
超
え
て
医
療
現
場
に
安
定
的
に
供
給
さ
れ
、
我
が
国
の
医
療
に
貢
献
し
て
い
る
一
方
、
薬
価
が
下
落

し
ょ
、
つ

し
続
け
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
加
え
て
、
我
が
国
の
血
奬
分
画
製
剤
の
需
要
に
応
じ
た
血
奬
成
分
採
血
比
率
の

し
上
,
コ

上
昇
に
ょ
る
原
料
血
奬
の
価
格
の
上
昇
又
は
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
に
ょ
る
原
料
価
格
の
上
昇
な
ど
に
ょ
り
、
血

奬
分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
の
収
益
が
強
く
圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

安
定
供
給
が
求
め
ら
れ
る
血
柴
分
画
製
剤
の
供
給
が
、
採
算
性
の
低
下
に
ょ
っ
て
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
、

十
分
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
、
製
造
販
売
業
者
、
卸
売
販
売
業
者
、
医
療
機
関
及
び
薬
局
は
、
医
療
に
不
可
欠
な
血
奬
分
画
製
剤
の
価

値
に
見
合
っ
た
価
格
設
定
に
ょ
り
、
単
品
単
価
に
ょ
る
取
引
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化

血
液
製
剤
等
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
行
動
規
範
に
つ
い
て
見
直
し
、
必
要
に
応
じ
改
定

等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
ょ
り
、
効
果
的
・
継
続
的
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
強
化
を
推
進
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

六
複
数
の
採
血
事
業
者
を
想
定
し
た
血
液
事
業
の
在
り
方

国
は
、
国
内
自
給
及
び
安
定
供
給
の
確
保
、
献
血
者
の
健
康
保
護
、
献
血
者
が
採
血
事
業
者
を
選
択
で
き
る
選

択
権
の
確
保
等
を
念
頭
に
、
審
議
会
及
び
製
造
販
売
業
者
等
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
新
た
な
採
血
事
業
者

の
参
入
環
境
を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。



.

.

明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

諸
事
項

三

言
四

ー
ー
◆
゛
ー

〔
告
示
〕

0
本
庁
監
理
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
指
定

す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

釡
融
庁
四
)

0
政
蔓
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
要
旨
(
平
成
二
十
五
年
含

を
公
表
す
る
件
の
一
部
を
訂
正
す
る
件

総
務
六
毛

0
政
饗
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
要
旨
(
平
成
二
十
六
年
含

を
公
表
す
る
件
の
一
部
を
訂
正
す
る
件

(
同
六
六
)

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
要
旨
(
平
成
二
十
七
年
分
)

を
公
表
す
る
件
の
一
部
を
訂
正
す
る
件

(
同
六
七
)

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
要
旨
(
平
成
二
十
八
年
含

を
公
表
す
る
件
の
一
部
を
訂
正
す
る
件

(
同
六
八
)

0

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
要
旨
(
平
成
二
十
九
年
含

を
公
表
す
る
件
の
一
部
を
訂
正
す
る
件

(
同
六
九
)

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
要
旨
(
平
成
二
十
一
S
平
成

二
十
九
年
含
を
公
表
す
る
件
(
同
七
9

0
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
に
係
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
要
旨
(
平
成
三
十

年
含
を
公
表
す
る
件
面
七
ご

0
政
見
放
送
及
ぴ
経
歴
放
送
実
施
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
件
面
七
二
)

0
食
口
叩
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件
犀
生
労
働
四
六
)

0
国
民
年
金
法
施
行
令
第
七
条
及
び
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
国
民
年
金
の
保
険
料
を
前
納
す

る
場
合
の
期
間
恐
納
付
す
べ
き
額
の
一

部
を
改
正
す
る
件
(
同
四
七
)

0
造
伝
子
治
療
等
臨
床
研
究
に
関
す
る
指
針

の
全
部
を
改
正
す
る
件
(
同
四
八
)

報官

二
九

D

0

0
標
準
運
送
約
款
及
び
標
準
内
航
運
送
約
款

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(
国
土
交
通
二
五
己

0
改
良
を
実
施
す
べ
き
踏
切
道
を
指
定
し
た

件
(
同
二
五
四
)

0
東
京
国
際
空
港
の
施
設
に
つ
い
て
告
示
し

た
事
項
に
変
更
を
加
え
た
件
(
同
二
五
毛
一
窒

0
佐
賀
空
港
の
施
設
に
つ
い
て
告
示
し
た
事

項
に
変
更
が
あ
っ
た
件
(
同
二
五
ハ
)

0
熊
本
空
港
の
施
設
に
つ
い
て
告
示
し
た
事

項
に
変
更
が
あ
っ
た
件
(
同
二
五
七
)

0
福
岡
空
港
の
飛
行
場
灯
火
に
つ
い
て
告
示

し
た
事
項
に
変
更
を
加
え
た
件

(
同
二
五
八
)

0
長
崎
空
港
の
飛
行
場
灯
火
に
つ
い
て
告
示

し
た
事
項
に
変
更
を
加
え
た
件

(
同
二
五
九
)

0
大
分
空
港
の
飛
行
場
灯
火
に
つ
い
て
告
示

し
た
事
項
に
変
更
を
加
え
た
件

同
二
六
9

0
航
空
保
安
無
線
施
設
の
名
称
、
位
置
等
に

関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
件

同
二
六
一
)

西
四

0
規
制
が
適
用
さ
れ
る
時
間
並
び
に
航
空
交

通
情
報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
を
行
う
機

関
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
件

同
二
六
己

西
=

0
民
間
訓
練
試
験
空
域
を
指
定
す
る
告
示
の

一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
壬
ハ
一
己

一
契

0
道
路
に
関
す
る
件

(
東
北
地
方
整
備
局
四
八
、
四
九
)

吾

0
道
路
に
関
す
る
件

(
関
東
地
方
整
備
局
二
八
)

0
道
路
に
関
す
る
件

(
北
陸
地
方
整
備
局
一
七
1
三
己

西

1

三

四

西

給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針

の
全
部
を
改
正
す
る
件
局
四
九
)

手

0
都
市
計
画
に
関
す
る
件

(
中
部
地
方
整
備
局
三
、
二
己

0
道
路
に
関
す
る
件
(
同
三
二
、
二
四

0
都
市
計
画
に
関
す
る
件

(
九
州
地
方
整
備
局
一
八
)

0
平
成
二
十
三
年
沖
縄
総
合
事
務
局
告
示
第

三
十
二
号
の
一
部
を
変
更
す
る
件

(
沖
縄
総
合
事
務
局
一
五

〔
資
料
〕

国
庫
歳
入
歳
出
状
況
(
平
成
三
十
年
度
平
成

三
十
年
十
二
月
分
)
(
財
務
省
)

〔
ハ
ム
告
〕

郵

一
言

0
国
民
の
健
康
の
増
進
の
総
合
的
な
推
進
を

図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
の
一
部
を
改

正
す
る
件
同
五
9

0
特
定
保
険
医
療
材
料
及
ぴ
そ
の
材
料
価
格

霧
料
価
格
基
準
)
の
一
部
を
改
正
す
る

件
(
同
五
こ

0
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
件
(
同
五
二
)

一
美

六

一
言

言
六
呑
七
一
言

口

閏

九

一
茎

九
七

一
芯

一
丑

釜

一
蚕

官
庁外
国
監
査
法
人
笠
適
格
機
関
投
資
家
、

証
票
無
効
、
基
本
測
量
関
係
事
項
関
係

裁
判
所
破
産
、
免
責
特
別
清
算
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究

所
特
定
計
量
器
型
式
承
認
独
立
行
政
法

人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
計
量
法
第
百

四
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
の
失
効
、

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
工
事
区
間
変

更
、
社
会
保
険
労
務
士
名
簿
登
録
・
登
録

の
抹
消
・
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
の
付

記
、
厚
生
年
金
基
金
清
算
結
了
・
清
算
人
】

退
任
関
係

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
、
無
縁
墳
墓
等
改
葬
、
公
示

送
達
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告
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0
厚
生
労
働
雀
告
示
第
四
十
九
号

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
露
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
号
)
第
九
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
ぴ
安
定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
(
平
成
二
十
五

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
七
号
)
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
根
本
匠

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
八
日

血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
袈
安
定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針

我
が
国
の
血
液
事
業
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
九
年
の
閣
喪
定
、
昭
和
六
十
年
八
月
の
血
液
事
業
検
討
委
員
会
の

中
間
報
告
等
に
お
い
て
、
全
て
の
血
液
製
剤
を
国
内
献
血
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
血
液
製
剤
(
安

全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
露
和
三
十
一
年
法
集
百
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
J

し
よ
う

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
血
液
製
剤
を
い
う
。
以
下
同
じ
J
の
う
ち
、
血
娯
分
画
製
剤
の
一
部
の
製
剤
に
つ
い
て

は
、
未
だ
全
て
を
外
国
か
ら
の
血
液
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
血
液
製
剤
の
安
定
的
な
供
給

が
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
国
内
自
給
の
確
保
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
一
眉
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
我
が
国
は
、
過
去
に
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
よ
る
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
ィ
ル
ス
(
以
下
「
H
1
V
」
と
い
う
。
)

感
染
と
い
う
深
甚
な
苦
難
を
経
験
し
て
お
り
、
こ
れ
を
教
訓
と
し
て
、
今
後
重
大
な
健
康
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
、
血

液
製
剤
の
安
全
性
を
向
上
す
る
た
め
の
施
策
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
方
針
は
、
こ
れ
ら
の
経
緯
等
を
踏
ま
え
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向

上
及
ぴ
安
定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
で
あ
り
、
今
後
の
血
液
事
業
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

血
液
事
業
は
、
本
方
針
本
方
針
に
基
づ
き
国
が
定
め
る
献
血
推
進
計
画
及
び
需
給
計
画
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道

府
県
献
血
推
進
計
画
並
ぴ
に
採
血
事
響
が
定
め
る
献
血
受
入
計
画
に
基
づ
い
て
一
体
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

本
方
針
は
、
血
液
事
業
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
等
に
的
確
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
法
第
九
条

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変

更
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
袈
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向

一
基
本
的
な
考
え
方

血
液
製
剤
は
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
る
血
液
を
原
料
と
す
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず

国
民
の
十
分
な
理
解
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
地
方
公
共
団
体
(
都
道
府
県
及
ぴ
市
町
村
(
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
)
、
採
血
事
業
者
血
液
製

剤
の
製
造
販
売
業
者
等
(
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
恐
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
、
医
療
関
係
者
な

ど
の
血
液
事
業
に
関
わ
る
者
(
以
下
「
国
等
」
と
い
う
J
は
、
法
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
課

せ
ら
れ
た
責
務
を
確
実
に
果
た
す
と
と
も
に
、
法
第
三
条
に
掲
げ
ら
れ
た
基
本
理
念
の
実
現
に
向
け
、
以
下
の
事

項
を
踏
ま
え
て
、
各
般
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

安
全
性
の
向
上

1

血
液
製
剤
は
、
人
の
血
液
を
原
料
と
し
て
い
る
た
め
、
感
染
症
の
発
生
の
り
ス
ク
を
有
す
る
。
科
学
技
術
の

進
歩
に
よ
っ
て
、
病
原
体
の
発
見
、
そ
の
検
査
法
や
不
活
化
・
除
去
技
術
の
開
発
・
導
入
等
が
可
能
と
な
り
、

当
該
り
ス
ク
は
著
し
く
低
減
し
て
き
て
い
る
が
、
完
全
に
は
排
除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
年
で
も
血
液
製
剤
を
介

し
た
策
症
の
発
生
は
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
血
液
製
剤
は
、
医
療
の
領
域
に
多
く
の
成
果
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
常
に
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
血
液
の
採
取
か
ら
製
造
、
供
給
、
使
用

に
至
る
ま
で
、
安
全
性
の
確
保
恐
そ
の
向
上
に
向
け
た
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
我
が
国
は
、
過
去
に
お
い
て
、
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に
よ
る
H
1
V
感
染
と
い
う
深
甚
な

苦
難
を
経
験
し
て
お
り
、
よ
り
一
層
の
安
全
確
保
対
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
の
品
質
有
効
性
及
ぴ
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
)
に
基
づ
き
、
そ
の
安

艮幸官

'

全
性
の
確
保
を
図
っ
て
き
て
お
り
、
国
は
、
引
き
続
き
、
同
法
第
六
十
八
条
の
十
並
び
に
第
六
十
八
条
の
二
十

四
袈
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
副
作
用
等
の
報
告
恐
感
染
症
定
期
程
の
状
況
を
踏
ま
え
た
保

健
璽
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
安
全
対
策
を
迅
速
か
っ
的
確
に
講
ず
る
と
と

も
に
、
常
に
そ
の
実
効
性
が
検
証
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
に
よ
っ
て
、
血
液
事
業
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

2
 
国
内
自
給
及
ぴ
安
定
供
給
の
確
保

国
は
、
倫
理
性
、
国
際
的
公
平
性
等
の
観
点
に
立
脚
し
、
国
内
で
使
用
さ
れ
る
血
液
製
剤
が
、
原
則
と
し
て

国
内
で
行
わ
れ
る
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
た
血
液
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
、
外
国
か
ら
の
血
液
に
依
存
し
な
く

て
も
済
む
体
制
の
構
築
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
中
期
的
な
需
給
見
通
し
に
基
づ
き
、
貴
重
な
血
液
製
剤
を
献
血
に
よ
り
確
保
し
、
医
療
需
要
に
応
じ

し
よ
う

て
過
不
足
な
く
安
定
的
に
供
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
血
奬
分
画
製
剤
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
一
部
の

製
品
で
医
療
需
要
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
医
療
需
要
を
過
不
足
な
く
満
た
す
た
め
、
供
給
量
の
見
通
し

を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
毎
年
度
、
需
給
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定
的
な
供
給
の
確
保

を
図
る
こ
と
と
す
る
。

3
 
適
正
使
用
の
推
進

医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
が
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
る
血
液
を
原
料
と
す
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
恐

原
料
で
あ
る
血
液
が
感
染
症
の
り
ス
ク
を
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
と
い
う
特
性
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
血
液

製
剤
の
使
用
を
患
者
に
真
に
必
要
な
場
合
に
限
る
な
ど
、
血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
を
一
層
推
進
す
る
必
要
が

あ
る
。ま
た
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
適
切
か
つ
適
正
な
使
用
を
更
に
促
進
す
る
た
め
の
方
策
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

4
 
公
正
の
確
保
及
び
透
明
性
の
向
上

血
液
事
業
を
安
定
的
に
運
営
す
る
た
め
に
は
、
国
民
一
人
一
人
が
、
献
血
に
由
来
す
る
血
液
製
剤
を
用
い
た

医
療
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
と
健
康
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
積
極
的
に
献
血

に
協
力
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
国
等
は
、
献
血
者
の
善
意
に
応
え
、
国
民
の
理
解
と
血
液
事
業
へ
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
、

国
民
に
対
し
、
献
血
の
推
進
血
液
製
剤
の
安
全
性
や
供
給
の
状
況
適
正
使
用
の
推
進
等
の
血
液
事
業
に
係

る
施
策
及
び
血
液
製
剤
を
用
い
た
医
療
に
関
す
る
分
か
り
や
す
い
情
報
の
積
極
的
な
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
取
組
に
よ
り
、
血
液
事
業
の
公
正
か
つ
透
明
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
国
等
の
責
務

国
等
に
は
、
法
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
責
務
が
課
さ
れ
て
ぃ
る
。

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
及
び
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
基
本
的
か

1

つ
総
合
的
な
施
策
を
策
定
じ
、
及
び
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
血
液
製
剤
に
関
し
国
内
自
給
が
確

保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
、
献
血
に
関
す
る
国
民
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
た
め
の
教
育
及
ひ
啓
発
、
血

液
製
剤
の
適
正
な
使
用
の
發
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
ぴ
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
 
地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
献
血
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
採
血
事

業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
 
採
血
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
献
血
の
受
入
れ
を
推
進
し
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
恂
上
及
び

安
定
供
給
の
確
保
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
献
血
者
等
の
保
護
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
 
血
液
製
剤
の
製
造
販
売
響
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
的
か
つ
適
切
な
供

給
並
ぴ
に
そ
の
安
全
性
の
向
上
に
寄
与
す
る
技
術
の
開
発
並
び
に
情
報
の
収
集
及
ぴ
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
モ

5
 
医
療
関
響
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
血
液
製
剤
の

安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
収
集
馨
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.
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第
二
血
液
製
剤
及
ぴ
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
に
つ
い
て
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し

血
液
製
剤
及
び
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
(
用
法
、
効
能
及
ぴ
効
果
に
つ
い
て
血
液
製
剤
と
代
替
性
の
あ
る
医
薬

品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
露
和

三
十
一
年
厚
生
省
令
第
二
十
二
号
。
以
下
現
則
」
と
い
う
。
)
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)

(
以
下
「
血
液
製
剤
等
」
と
い
う
。
)
の
需
給
動
向
を
勘
案
し
つ
っ
、
そ
れ
ら
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
と
し
て
、

平
成
三
十
五
年
度
ま
で
の
今
後
五
年
間
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
考
察
す
る
。

一
輸
血
用
血
液
製
剤

輸
血
用
血
液
製
剤
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
全
て
国
内
献
血
で
賄
わ
れ
て
い
る
。
直
近
五
年
問
で
み
る
と
、

需
要
は
僅
か
に
減
少
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
輸
血
用
血
液
製
剤
を
多
く
使
用
す
る
高
齢
者
の
人
口
が
増

加
す
る
も
の
の
腹
腔
鏡
下
内
視
鏡
手
術
な
ど
出
血
量
を
抑
え
た
医
療
技
術
の
進
歩
等
に
よ
り
、
こ
の
傾
向
が
続

く
も
の
と
予
測
し
て
い
る
が
、
引
き
続
き
、
国
、
採
血
事
業
者
袈
製
造
販
売
業
者
は
需
要
を
注
視
す
る
と
と
も

に
、
製
造
販
売
業
者
は
我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
よ
う

二
血
疑
分
画
製
剤

免
疫
グ
ロ
プ
リ
ン
製
剤
の
需
要
は
、
直
近
五
年
問
で
み
る
と
増
加
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
製
造
販
売
業
者
に
お

い
て
効
能
又
は
効
果
を
拡
大
す
る
開
発
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
実
現
し
た
場
合
に
は
更
に
需
要
が
増
加
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
需
要
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
需
要

は
直
近
五
年
間
で
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
及
び
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
(
複
合
体
製

剤
を
除
く
。
)
の
需
要
は
、
直
近
五
年
間
で
は
横
ば
い
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
需
要
に
見
合
う
供
給
が
見

込
ま
れ
る
が
、
引
き
続
き
我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

三
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等

血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
等
に
つ
い
て
は
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
と
し
て
、

遺
伝
子
組
換
え
製
剤
が
供
給
さ
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
我
が
国
の
医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。

第
三
血
液
製
剤
に
関
し
国
内
自
給
が
確
保
さ
れ
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

一
国
内
自
給
の
た
め
の
献
血
量
の
確
保

輸
血
用
血
液
製
剤

1

国
、
地
方
公
共
団
体
袈
採
血
事
業
者
は
、
第
二
に
示
し
た
血
液
製
剤
に
つ
い
て
の
中
期
的
な
需
給
の
見
通

し
を
踏
ま
え
、
第
四
に
示
す
と
お
り
、
計
画
的
な
献
血
の
推
進
に
努
め
輸
血
用
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
の
確

保
の
た
め
に
必
要
な
献
血
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

今
後
も
、
効
率
的
な
献
血
の
受
入
れ
や
献
血
者
の
確
保
の
た
め
の
取
組
に
加
え
、
輸
血
用
血
液
製
剤
の
適
正

使
用
の
推
進
に
よ
り
、
引
き
続
き
、
医
疲
需
要
に
応
じ
た
国
内
献
血
に
よ
る
輸
血
用
血
液
製
剤
の
供
給
を
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
。

し
よ
う

2
 
血
媛
分
画
製
剤

し
害

血
乗
分
画
製
剤
に
つ
ぃ
て
も
、
第
二
に
示
し
た
と
お
り
、
中
期
的
に
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
も

踏
ま
え
、
輸
血
用
血
液
製
剤
と
同
様
に
、
国
内
自
給
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
献
血
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

一
方
、
第
五
に
示
す
と
お
り
、
血
集
分
画
製
剤
の
連
産
工
程
の
中
で
生
じ
る
国
内
献
血
由
来
の
中
間
原
料

に
つ
ぃ
て
は
、
こ
れ
ま
で
利
用
さ
れ
ず
に
廃
棄
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
る
。
国
、
採
血
事
業
者
及
ぴ
製
造
販
売

業
者
等
は
、
国
内
の
献
血
に
よ
り
得
ら
れ
た
血
液
が
全
て
有
効
に
利
用
さ
れ
、
医
療
需
要
に
応
じ
て
、
血
紫
.
分

画
製
剤
と
し
て
国
内
に
過
不
足
な
く
供
給
さ
れ
る
よ
う
、
血
柴
う
分
画
製
剤
の
国
内
自
給
の
確
保
に
向
け
た
製

造
及
ぴ
供
給
の
た
め
の
体
制
を
整
備
し
、
血
液
事
業
の
安
定
的
な
運
営
を
通
じ
て
、
血
媛
分
画
製
剤
の
安
定

供
給
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
期
的
に
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
へ
の
対
応
や
、
未
利
用
の
中
問
原
料
を
有
効
に
利

用
す
る
た
め
、
採
血
事
業
者
及
ぴ
製
造
販
売
業
者
等
は
、
採
血
か
ら
製
造
及
ひ
供
給
ま
で
に
至
る
全
て
の
段
階

を
通
じ
て
、
事
業
の
最
大
限
の
効
率
化
及
ぴ
合
理
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

、
し
'

ま
た
、
採
血
事
業
者
に
お
け
る
平
成
三
十
年
度
の
採
血
体
制
で
の
原
料
血
紫
の
最
大
確
保
量
は
約
百
万
り
ツ

し
害

ト
ル
で
あ
る
が
、
採
血
事
響
が
実
施
又
は
検
討
中
の
原
料
血
集
の
新
た
な
確
保
策
に
よ
り
、
平
成
三
十
五
年

し
よ
う

度
ま
で
に
は
平
成
三
十
年
度
と
同
じ
献
血
者
数
か
ら
約
二
十
万
り
ツ
ト
ル
の
原
料
血
榮
を
追
加
し
て
確
保
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
一
方
、
平
成
三
十
五
年
度
に
は
国
内
の
製
造
販
売
業
者
に
お
け
る
原
料

し
吉
し
よ
う

血
疑
の
需
要
量
は
百
三
十
八
万
り
ツ
ト
ル
に
達
す
る
と
の
推
計
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
は
、
血
衆
分
画
製

し
'

剤
を
供
給
す
る
製
造
販
売
業
者
等
の
協
力
を
得
て
、
国
内
の
医
療
需
要
を
踏
ま
え
た
原
料
血
衆
の
具
体
的
な
需

し
よ
う

要
見
込
量
を
示
す
と
と
も
に
、
採
血
事
業
者
は
、
原
料
血
衆
の
新
た
な
確
保
策
の
早
期
実
施
に
加
え
、
我
が
国

し
よ
う

の
医
療
需
要
に
応
じ
た
原
料
血
媛
の
更
な
る
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

し
吉
し
吉

国
は
、
血
奬
分
画
製
剤
の
国
内
自
給
の
確
保
を
推
進
す
る
。
こ
の
た
め
、
血
柴
分
画
製
剤
の
原
料
を
外
国

か
ら
の
血
液
に
由
来
す
る
も
の
か
ら
国
内
献
血
由
来
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
国
内
自
給
に
寄
与
す
る
方
針

し
よ
う

を
有
す
る
製
造
販
売
業
者
等
に
、
国
内
献
血
由
来
で
あ
る
血
集
分
画
製
剤
の
原
料
を
配
分
す
る
こ
と
を
検
討

す
る
。ま
た
、
国
内
に
お
け
る
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
の
需
要
が
増
加
す
る
一
方
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
製
剤
の
需
要
は
減

少
傾
向
に
あ
り
、
さ
ら
に
、
組
織
接
着
剤
の
国
内
自
給
の
減
少
に
よ
り
、
未
利
用
の
中
問
原
料
が
発
生
す
る
現

状
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
は
、
こ
れ
ら
未
利
用
の
中
間
原
料
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
国
内
自
給
に
寄
与
す

る
方
針
を
有
す
る
製
造
販
売
業
者
等
に
、
当
該
中
間
原
料
を
配
分
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

加
え
て
、
国
は
、
原
料
を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
特
殊
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
製
剤
に
つ
い
て
、
国
内
で
の
原
料

し
よ
う

血
疑
の
確
保
に
向
け
た
具
体
的
な
方
策
を
検
討
す
る
。

二
医
療
関
係
者
等
に
対
す
る
啓
発
等

国
、
地
方
公
共
団
体
、
採
血
事
響
及
ぴ
製
造
販
売
業
者
等
は
、
国
内
献
血
由
来
の
血
液
製
剤
の
意
義
に
つ
い

て
、
医
療
関
係
者
及
ぴ
患
者
等
(
患
者
及
ぴ
そ
の
家
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
対
す
る
啓
発
に
取
り
組
む
こ
と

と
す
る
。

医
療
関
係
者
は
、
献
血
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
血
液
製
剤
が
貴
重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
め
、
そ
の
よ
う

な
血
液
製
剤
に
つ
い
て
、
患
者
等
へ
の
分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
法
の
施
行
か
ら
一
定
期
問
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
及
び
一
部
の
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
の
確
保

が
改
善
し
て
ぃ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
一
度
、
献
血
者
、
医
療
関
係
者
、
関
係
炎
=
及
び
患
者
等
を
は
じ
め
と

す
る
国
民
に
向
け
、
国
内
自
給
の
現
状
に
つ
い
て
情
器
供
を
行
う
と
と
も
に
、
国
内
自
給
の
確
保
の
必
要
性
を

訴
え
る
こ
と
と
す
る
。

第
四
献
血
の
推
進
に
関
す
る
事
項

一
献
血
の
普
及
啓
発
恐
環
境
整
備
等

国
、
地
方
公
共
団
体
採
血
事
業
者
、
献
血
推
進
協
議
会
、
民
間
の
献
血
推
進
組
織
等
は
、
本
方
針
及
び
第
四

の
二
の
献
血
推
進
計
画
を
踏
ま
え
、
協
力
し
て
、
相
互
扶
助
及
ぴ
博
愛
の
精
神
に
基
づ
き
、
献
血
推
進
運
動
を
展

開
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
献
血
に
つ
い
て
国
民
に
正
確
な
情
報
を
伝
え
、
そ
の
理
解
と
協
力

を
得
る
必
要
が
あ
る
。

輸
血
用
血
液
製
剤
の
需
要
は
、
第
二
の
一
で
示
し
た
と
お
り
、
今
後
も
僅
か
に
減
少
傾
向
が
見
込
ま
れ
る
が
、

し
よ
う

血
衆
分
画
製
剤
の
需
器
、
第
二
の
二
で
示
し
た
と
お
り
、
今
後
は
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。
一
方
、
今
後
の
人

口
動
態
を
考
慮
す
る
と
献
血
可
能
人
口
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
に
は
引
き
続

き
国
民
一
人
一
人
の
一
層
の
献
血
へ
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
献
血

に
つ
ぃ
て
の
理
解
を
広
め
、
必
要
な
献
血
者
数
を
確
保
す
る
た
め
、
テ
レ
ピ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ツ
ト
等
の
媒
体
を
効

果
的
に
用
い
た
献
血
へ
の
複
数
回
の
協
力
を
含
む
普
及
啓
発
集
団
献
血
の
実
施
等
の
献
血
機
会
の
増
加
に
向
け

た
企
業
団
体
等
へ
の
働
き
か
け
及
び
快
適
な
献
血
ル
ー
ム
な
ど
の
環
境
整
備
を
一
層
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
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特
に
、
幼
少
期
も
含
め
た
若
年
層
に
対
す
る
献
血
推
進
は
、
将
来
の
献
血
基
盤
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
非
常

に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
ぴ
採
血
事
業
者
は
、
学
校
等
と
連
携
し
て
「
献
血
セ
ミ
ナ
ー
」

や
「
キ
ツ
ズ
献
血
を
実
施
す
る
な
ど
、
献
血
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
や
、
集
団
献
血
等
の
献
血
に

触
れ
合
う
機
会
を
種
的
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
献
血
未
経
験
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
針
刺
し
の
痛
み
」
、
「
不
安
感
」
、
「
恐
怖
感
]
な
ど
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
採
血
事
業
者
は
、
こ
れ
ら
の
軽
減
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
特
に
、
初
回
献
血

時
に
全
血
採
血
を
選
択
す
る
献
血
者
に
対
し
て
は
、
全
血
採
血
に
は
四
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
と
二
百
ミ
リ

リ
ツ
ト
ル
全
血
採
血
が
あ
る
こ
と
、
規
則
別
表
第
二
(
以
下
「
採
血
基
準
一
と
い
う
。
)
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、

い

ず
れ
の
採
血
で
も
安
全
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
説
明
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
説
明
を
受
け
た
上
で
、
四
百
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
を
選
択
す
る
こ
と
に
不
安
が
あ
る
初
回
献
血
者
に
は
、
冒
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
を
選

択
し
て
も
ら
う
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
初
回
献
血
時
の
委
感
の
軽
減
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
今
後
の

継
続
的
な
献
血
に
繋
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

一

献
血
は
自
発
的
な
行
為
で
あ
り
、
献
血
者
一
人
一
人
の
心
の
充
足
感
が
活
動
の
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
継
続
し
て
献
血
し
て
も
ら
え
る
畏
整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
採
血
事
業
者
は

医
療
需
要
に
応
じ
た
採
血
区
分
の
採
血
へ
の
協
力
依
頼
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
採
血
の
区
分
(
二

百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
全
血
採
血
、
四
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
全
血
採
血
又
は
成
分
採
血
)
に
つ
い
て
、
献
血
者
の
意
思
を

尊
重
し
て
決
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。

二
献
血
推
進
計
画
及
び
都
道
府
県
献
血
推
進
計
画

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
献
血
に
よ
り
確
保
す
べ
き
血
液
の
目
標
量
そ
の

目
標
量
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
施
策
及
び
献
血
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
薬
事
・
食

品
衛
生
審
議
会
(
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
)
の
意
見
を
聴
い
て
献
血
推
進
計
画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。
ま
た
、

献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き
、
国
民
の
献
血
へ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
、
献
血
の
受
入
れ
や

献
血
者
の
保
護
に
関
す
る
採
血
事
響
へ
の
協
力
等
を
行
う
。

都
道
府
県
は
、
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
方
針
及
び
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、
血
液

製
剤
の
需
給
の
状
況
適
正
使
用
の
推
進
状
況
人
口
動
態
等
を
考
慮
し
て
、
効
果
的
な
都
道
府
県
献
血
推
進
計

画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
献
血
に
対
す
る
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
広
報
、
献
血
推

進
組
織
の
育
成
、
献
血
の
受
入
れ
の
円
滑
な
実
施
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

市
町
村
は
、
国
及
び
都
道
府
県
と
と
も
に
献
血
推
進
の
た
め
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

三
献
血
受
入
計
画

採
血
事
響
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
方
針
及
ぴ
献
血
推
進
計
画
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、

献
血
受
入
計
画
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
計
画
に
基
づ
い
て
事
業

を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
献
血
受
入
体
制
を
着
実
に
整
備
し
、
献
血
の
受
入
れ
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
採
血
時
の
安
全
性
の
確
保
、
事
故
へ
の
対
応
、
献
血
者

の
個
人
情
報
の
倭
、
採
血
に
よ
る
献
血
者
等
の
健
康
被
害
の
補
償
等
、
献
血
者
が
安
心
し
て
献
血
で
き
る
環
境

の
整
備
、
採
血
に
際
し
て
の
血
液
検
査
に
よ
る
健
康
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
及
ぴ
献
血
者
登
録
制
度
に
よ
る
献
血

者
と
の
連
携
の
確
保
を
図
る
こ
と
な
ど
の
措
置
を
学
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
希
少
血
液
の
確
保
に
引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
今
後
少
子
化
の
進
展
に
よ
り
献
血
可
能
人
口
が
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、
献
血
者
に
配
慮
し
た
献
血
受

入
時
閻
帯
を
設
定
す
る
な
ど
、
献
血
者
の
利
便
性
が
よ
り
向
上
す
る
よ
う
、
献
血
受
入
体
制
を
工
夫
し
て
整
備
す

る
こ
と
が
中
長
期
的
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
献
血
者
の
意
見
を
聴
取
し
な
が
ら
献
血
受
入
体
制
の
整
備
に

向
け
た
方
策
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

四
献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
等
に
関
す
る
確
認
及
び
評
価

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
献
血
推
進
施
策
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
確
認
及
ぴ
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
採
血

事
業
者
に
よ
る
献
血
の
受
入
れ
の
実
績
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
す
る
体
制
を
構
築
し
、
必
要
に
応
じ
、
献
血
推

進
施
策
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

報官

五
災
害
時
等
に
お
け
る
献
血
者
の
確
保

災
害
時
等
に
お
い
て
、
製
造
販
売
業
者
等
の
保
有
す
る
血
液
製
剤
(
特
に
有
効
期
問
の
短
い
血
小
板
製
剤
と
赤

血
球
製
剤
)
の
在
庫
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
採
血
事
業
者
は
、
国
及
ぴ
地
方
公
共
団
体
と
協
力
し
、
供
給
に
支

障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
献
血
者
の
確
保
に
つ
い
て
早
急
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
災
害
時

等
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
国
馨
地
方
公
共
団
体
と
協
力
し
、
あ
ら
か
じ
め
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

六
献
血
者
の
安
全
確
保
等

国
恐
採
血
事
業
者
は
、
献
血
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、
献
血
者
の
安
全
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
採
血
事
業
者
に
対
し
て
、
採
血
す
る
血
液

の
量
を
指
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
採
血
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
あ
ら
か
じ
め
献
血
者
等
に
つ
き
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
条
第
二
項
の
規
定
及
び
採
血

基
準
に
基
づ
き
、
貧
血
者
、
年
少
者
、
妊
娠
中
の
者
そ
の
他
採
血
が
健
康
上
有
害
で
あ
る
と
さ
れ
る
者
か
ら
採
血

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
採
血
事
業
者
は
、
採
血
に
よ
る
健
康
被
害
の
種
類
・
発
生
頻
度
採
血
後
の
注
意
事
項
等

の
献
血
に
関
す
る
情
報
を
献
血
者
に
周
知
し
、
献
血
後
に
十
分
な
休
憩
を
取
得
す
る
よ
う
促
す
な
ど
、
採
血
に
よ

る
健
康
被
害
の
未
然
防
止
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
献
血
者
に
健
康
被
害
が
生
じ
、
採
血
事
業
者
が
無
過
失
で
あ
る
場
合
や
過
失
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に

は
、
採
血
事
業
者
は
、
別
に
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
迅
速
に
被
害
補
償
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

第
五
血
液
製
剤
の
製
造
及
ぴ
供
給
に
関
す
る
事
項

一
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
の
需
給
計
画

輸
血
用
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
以
降
、
全
て
国
内
献
血
に
よ
り
賄
わ
れ
て
お
り
、
引
き
続
き

医
療
需
要
に
応
じ
た
供
給
が
確
保
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

し
吉

血
業
分
画
製
剤
に
つ
い
て
は
、
中
期
的
な
需
給
の
見
通
し
を
踏
ま
え
、
需
要
動
向
を
適
時
適
切
に
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
血
液
製
剤
代
替
医
薬

し
よ
■

品
等
を
含
む
血
乗
分
画
製
剤
の
需
給
計
画
を
定
め
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
を
公
表
す
る
。

し
吉

な
お
、
需
給
計
画
に
つ
い
て
は
、
当
該
血
娯
分
画
製
剤
の
需
給
動
向
の
み
な
ら
ず
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品

等
の
有
無
や
当
該
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
の
需
給
動
向
、
新
た
な
治
療
法
の
手
法
の
有
無
等
を
考
慮
し
、
審
議

会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
。

し
吉

ま
た
、
血
衆
分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
製
造
又
は
輸
入
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
二
十
五
条
第
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
需
給
計
画
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
製
造

又
は
輸
入
の
実
績
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
.
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
離
口
が
需
給
計

画
に
照
ら
し
著
し
ぐ
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
、
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
.
て
需
給
計
画
を

尊
重
し
て
製
造
又
は
輸
入
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
。

し
よ
う

二
原
料
血
娯
の
配
分しよ
う

国
は
、
原
料
血
奬
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
採
血
事
業
者
と
協
力
し
、
製
造
販
売
業
者
等
か
ら

し
よ
う

個
別
に
翌
年
度
の
血
柴
分
画
製
剤
の
需
給
に
係
る
情
報
を
収
集
す
る
。
そ
の
上
で
製
造
販
売
業
者
等
の
製
造

し
'

能
力
及
び
製
造
効
率
を
勘
案
し
、
安
定
供
給
に
必
要
な
血
嬢
分
画
製
剤
の
適
正
な
水
準
の
製
造
が
確
保
さ
れ
る

よ
う
、
審
議
会
で
の
審
議
を
踏
ま
え
、
需
給
計
画
に
お
い
て
採
血
事
業
者
か
ら
製
造
販
売
業
者
等
へ
の
原
料
血

し
'
奬
の
配
分
量
袈
配
分
す
る
際
の
標
準
価
格
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

し
よ
う

採
血
事
業
者
は
、
法
第
二
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
原
料
血
衆
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
需
給
計
画

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
よ
う

し
吉

国
は
、
現
に
原
料
血
柴
が
配
分
さ
れ
て
い
る
製
造
販
売
業
者
等
に
加
え
、
新
た
に
原
料
血
衆
の
配
分
を
希
望
し
、

し
よ
う

こ
れ
を
原
料
に
国
内
に
血
衆
分
画
製
剤
を
供
給
し
よ
う
と
す
る
製
造
販
売
業
者
等
に
対
し
、
審
議
会
が
法
の
目

的
及
ぴ
基
本
理
念
を
踏
ま
え
て
決
定
す
る
配
分
ル
ー
ル
に
従
っ
て
配
分
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
ム
ロ
、
外
国
に

製
造
所
を
有
す
る
製
造
販
売
業
者
等
も
配
分
の
対
象
と
な
り
得
る
。

゛
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、

三
供
給
危
機
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応

国
は
、
災
害
等
の
場
合
に
は
、
血
液
製
剤
の
供
給
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
血
液
製
剤
(
特
に
有
効

期
間
の
短
い
血
小
板
製
剤
と
赤
血
球
製
剤
)
に
つ
い
て
、
製
造
販
売
業
者
等
に
在
庫
状
況
等
を
確
認
し
、
そ
の
結

果
を
踏
ま
え
、
広
域
的
な
対
応
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
製
造
販
売
業
者
等
に
よ
る
供
給
を
支
援
す
る
。

ま
た
、
平
時
よ
り
一
定
程
度
の
在
庫
確
保
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
時
に
は
代
替
製
剤
の
増
産
を
要
請
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
こ
と
と
す
る
。

し
吉

こ
れ
ら
の
対
応
に
加
え
て
、
国
は
、
血
柴
分
画
製
剤
の
安
定
供
給
の
観
点
か
ら
、
代
替
製
剤
が
な
く
、
一
っ

の
製
造
販
売
業
者
か
ら
単
独
で
供
給
さ
れ
て
い
る
場
A
口
、
そ
の
状
況
を
解
消
す
る
た
め
、
同
じ
効
能
を
有
す
る
製

品
が
複
数
の
製
造
販
売
業
者
か
ら
供
給
さ
れ
る
体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

都
道
府
県
は
、
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
の
血
液
製
剤
(
特
に
有
効
期
問
の
短
い
血
小
板
製
剤
と
赤
血
球
製
剤
)

の
供
給
体
制
等
に
つ
ぃ
て
、
製
造
販
売
業
者
等
と
協
議
し
、
防
災
計
画
に
盛
り
込
む
な
ど
、
平
時
か
ら
災
害
に
備

え
た
対
応
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

製
造
販
売
業
者
等
は
、
災
害
等
の
場
合
の
緊
急
的
な
対
応
を
常
に
考
慮
し
な
が
ら
、
安
定
的
な
供
給
を
確
保
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
緊
急
時
の
製
造
や
供
給
に
関
す
る
マ
ニ
ユ
ア
ル
の
整
備
や
訓
練
災
害
に
備
え
た

酘
備
の
整
備
な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
緊
急
的
な
対
応
が
可
能
な
体
制
を
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

し
よ
う

四
血
紫
分
画
製
剤
の
輸
出
等

今
ま
で
廃
棄
さ
れ
て
い
た
連
産
工
程
の
中
で
生
じ
る
国
内
献
血
由
来
の
中
問
原
料
を
活
用
し
た
血
奬
分
画
製

剤
の
輸
出
な
ど
、
.
献
血
血
液
の
有
効
活
用
及
ぴ
海
外
の
患
者
の
ア
ン
メ
ツ
ト
・
メ
デ
ィ
カ
ル
・
ニ
ー
ズ
に
資
す
る

し
よ
う

こ
と
を
目
的
と
し
た
血
乗
分
画
製
剤
の
輸
出
に
つ
ぃ
て
は
、
国
内
の
血
液
製
剤
の
国
内
自
給
と
安
定
供
給
の
確

保
に
支
障
が
生
じ
な
い
範
囲
で
行
う
も
の
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
需
給
計
画
に
お
い
て
当
該

し
吉
し
よ
う

年
度
に
輸
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
血
疑
分
画
製
剤
の
種
類
及
び
量
を
定
め
る
こ
と
と
し
、
血
榮
分
画
製
剤
の
製

遣
販
売
業
者
等
は
、
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
需
給
計
画
の
作
成
に
資
す
る
よ
う
、
翌
年
度
に

し
'

輸
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
血
柴
分
画
製
剤
の
種
類
及
ぴ
量
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
と
す
る
。

第
六
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
関
す
る
事
項

一
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
取
組

生
物
由
来
製
品
に
つ
ぃ
て
は
、
そ
の
感
染
の
り
ス
ク
等
を
踏
ま
え
、
原
材
料
の
採
取
袈
製
造
か
ら
市
販
後
に

至
る
各
段
階
に
お
い
て
、
一
般
の
医
薬
品
等
に
お
け
る
各
種
基
準
に
加
え
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
の
第
十
二
章

生
物
由
来
製
品
の
特
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
血
液
製

剤
に
つ
ぃ
て
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
等
を
柱
と
し
て
、
他
の
医
薬
品
等
と
比
べ
て
ょ
り
慎
重
な
管
理
を
行
う
な
ど
、

一
層
の
安
全
性
の
確
保
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

保
健
衛
生
上
の
観
点
か
ら
定
め
る
原
料
等
及
ぴ
品
質
等
に
関
す
る
基
準
璽
物
由
来
原
料
基
準
(
平
成
十
五

1

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
号
)
及
ぴ
生
物
学
的
製
剤
基
準
(
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
五

号
)
)

2
 
構
造
設
備
、
製
造
管
理
及
ぴ
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
基
準
(
薬
局
等
構
造
設
備

規
則
露
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
)
第
八
条
、
医
薬
品
恐
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
ぴ
品
質
管
理

の
基
準
に
関
す
る
省
令
(
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
九
号
)
第
二
十
八
条
)

3
 
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
等
に
お
い
て
、
感
染
の
り
ス
ク
等
を
有
す
る
こ
と
か
ら
適
正
に
使
用
す
ぺ
き

医
薬
品
等
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
安
全
性
の
確
保
に
関
し
必
要
な
表
示
を
行
う
こ
と
(
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
七
)
。

4
 
病
原
体
の
混
入
が
判
明
し
た
場
合
に
遡
及
調
査
を
速
や
か
に
講
ず
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
、
製
造
販
売

業
者
、
販
売
業
者
及
び
医
療
関
係
者
は
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
(
医
薬
品
医

療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
)
。
ま
た
、
製
造
業
者
は
、
特
定
生
物
由
来
製
品
に
つ
い
て
、
遡
及
調
査

の
た
め
に
必
要
な
量
を
、
他
の
医
薬
品
等
と
比
べ
て
ょ
り
長
期
間
、
適
切
に
保
存
す
る
こ
と
(
医
薬
品
及
び
医

薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
ぴ
品
質
管
理
の
基
準
に
関
す
る
省
令
第
二
十
八
条
)
。

5
 
生
物
由
来
製
品
の
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
そ
の
製
造
販
売
を
し
、

又
は
承
認
を
受
け
た
生
物
由
来
製
品
又
は
当
該
生
物
由
来
製
品
の
原
料
に
よ
る
感
染
症
に
関
す
る
最
新
の
知
見

に
基
づ
き
当
該
生
物
由
来
製
品
を
評
価
し
、
そ
の
成
果
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
感
染
症
定
期
報
告
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
(
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
)
。

6
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
感
染
症
定
期
報
告
に
係
る
傭
の
整
理
又
は
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
当
該
感
染
症
定
期

報
告
の
状
況
に
つ
い
て
審
議
会
に
報
告
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
を
聴
い
て
、
保
健
衛

生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
(
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

六
十
八
条
の
二
十
四
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
)
。
特
に
、
血
液
製
剤
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
加
え
て
、

採
血
事
響
に
対
す
る
指
示
そ
の
他
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
(
法

第
二
十
九
逢
。

7
 
医
療
関
係
者
は
、
特
定
生
物
由
来
製
品
の
有
効
性
及
び
安
全
性
そ
の
他
当
該
製
品
の
適
正
な
使
用
の
た
め
に

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
患
者
等
に
対
し
、
適
切
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
(
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
二
十
こ
。

以
上
の
基
準
等
と
と
も
に
、
血
液
製
剤
の
一
層
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
馨
採

血
事
響
は
、
献
血
者
に
対
し
、
検
査
を
目
的
と
し
た
献
血
を
行
わ
な
い
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
周
知
徹
底
す
る
こ

と
と
す
る
。
ま
た
、
採
血
事
業
者
は
、
血
液
製
剤
を
介
し
て
感
染
症
等
が
発
生
す
る
り
ス
ク
を
で
き
る
限
り
排
除

す
る
た
め
に
、
献
血
時
に
お
け
る
問
診
の
充
実
を
図
る
な
ど
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
協
力
す
る
こ
と
と
す

る
。
さ
ら
に
、
医
療
関
係
者
は
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
患
者
等
よ
り
同
意
を
得
る
こ

と
と
す
る
。

二
適
切
か
つ
迅
速
な
安
全
対
策
の
実
施

採
血
事
業
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
採
取
し
た
血
液
を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
た
血
液
製
剤

に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
当
該
血
液
に
関
す
る
必
要
な
情
報
を
、
当
該
血
液
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

報

製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
よ
っ
て
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
し
、
又
は
拡
大
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
療
関
係
者
及
び
販
売
業
者
等
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医
薬
品
等

特
例
承
認
取
得
者
が
行
う
こ
れ
ら
の
必
要
な
措
置
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
販
売
業
者
又
妹
国
製
造
医
薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
関
係
者
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
血
液
製
剤
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑

わ
れ
る
副
作
用
、
感
染
症
の
発
生
等
を
知
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
速
や
か
に
報
告

(
以
下
「
副
作
用
等
報
出
巳
と
い
う
。
)
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
製
造
販
売
業
者
又
は
外
国
製
造
医

薬
品
等
特
例
承
認
取
得
者
は
、
副
作
用
等
報
告
に
際
し
て
遡
及
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
製
造
販
売
業
者
に
対
し
て
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
血
液
製
剤
の
使
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
感
染
症
の
発
生
等
の
原
因
の
調
査
を
求
め
、
血
液
製
剤
に
よ
る

保
健
璽
上
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
法
第
六
十
九
条
の

三
の
規
定
に
基
づ
く
血
液
製
剤
の
販
売
等
の
一
時
停
止
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

血
液
製
剤
の
回
収
等
並
ぴ
に
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
品
質
管
理
等
の
方
法

の
改
善
の
措
置
等
の
措
置
を
採
る
ぺ
き
こ
と
を
命
ず
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
審
議
会
に
お
い
て
、
そ
の
委
員
等
と
感
染
症
定
期
報
告
、
副
作
用
等
報
告
に
よ
る
血
液
製

剤
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
を
遅
滞
な
く
共
有
す
る
と
と
も
に
、
国
民
及
び
医
療
関
係
者
に
対
し
適
切
か
つ
迅
速

に
情
報
を
公
開
し
、
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。
情
報
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
患
者
等
に
対
す
る
不
利
益
や
偏
見
、

差
別
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

国
は
、
安
全
対
策
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
に
つ
い
て
、
製
造
販
売
業
者
等
採
血
事
業
者
及
び
医
療
関
係
者

の
協
力
を
得
て
、
感
染
症
に
関
す
る
情
報
、
安
全
技
術
の
開
発
動
恂
、
海
外
の
制
度
等
を
参
照
し
な
が
ら
、
必
要

に
応
じ
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

{
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三
安
全
性
の
恂
上
の
た
め
の
技
術
の
開
発
促
進
及
び
早
期
導
入

製
造
販
売
業
者
等
は
、
病
原
体
の
不
活
化
・
除
去
技
術
の
向
上
、
よ
り
高
感
度
か
っ
高
精
度
の
検
査
方
法
の
開

発
等
を
通
じ
、
よ
り
安
全
性
の
高
い
血
液
製
剤
の
開
発
等
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
安
全
性
の
向
上
に
係
る
技
術
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
技
術
開
発
を
支
援
し
、

採
血
事
業
者
、
製
造
販
売
響
恐
製
造
業
者
が
そ
れ
ら
の
技
術
を
早
期
導
入
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
と
す

る
。

四
自
己
血
輸
血
の
取
扱
い

輸
血
用
血
液
製
剤
に
よ
り
感
染
症
、
免
疫
学
的
副
作
用
等
が
発
生
す
る
り
ス
ク
は
、
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
た
め
、
院
内
で
の
実
施
管
理
体
制
が
適
正
に
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
自
己
血
輸
血
が
推
奨
さ
れ
て
お

り
、
国
は
、
血
液
製
剤
の
使
用
指
針
輸
血
療
法
の
実
施
に
関
す
る
指
針
に
お
い
て
、
自
己
血
輸
血
の
取
扱
い
を

医
療
機
関
に
示
し
て
お
り
、
医
療
関
係
者
は
、
当
該
指
針
に
沿
っ
て
適
切
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
自
己
血
輸
血
を
除
き
、
院
内
血
輸
血
は
、
安
全
性
の
問
題
等
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
行
う
べ

き
で
は
な
い
。

第
七
血
液
製
剤
の
適
正
な
使
用
に
関
す
る
事
項

一
血
液
製
剤
の
適
正
使
用
の
た
め
の
各
語
針
の
普
及
等

国
は
、
血
液
製
剤
の
使
用
適
正
化
及
ぴ
輸
血
療
法
の
適
正
化
を
図
る
た
め
に
策
定
し
た
各
種
指
針
の
改
定
を
適

宜
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
普
及
を
図
る
。
ま
た
、
医
療
関
係
者
に
対
す
る
教
育
等
を
通
じ
て
、
血
液
製
剤
の
適
正

使
用
を
働
き
か
け
て
い
く
。
さ
ら
に
、
医
療
機
関
に
お
け
る
血
液
製
剤
の
使
用
状
況
に
つ
ぃ
て
定
期
的
に
調
査
を

行
い
、
適
正
使
用
の
推
進
の
た
め
の
効
果
的
な
方
法
を
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
適
正
使
用
の
推
進
の
た
め
の

方
策
を
講
ず
る
。

国
及
ぴ
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
に
お
い
て
血
液
製
剤
を
用
い
た
輸
血
療
法
が
適
正
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
輸
血

療
法
委
員
会
及
び
輸
血
部
門
の
設
置
並
び
に
責
任
医
師
及
ひ
担
当
技
師
の
配
置
を
働
き
か
け
る
。

二
医
療
機
関
に
お
け
る
取
組

医
療
関
係
者
は
、
医
療
機
関
に
お
け
る
血
液
製
剤
の
管
理
体
制
を
整
備
し
、
そ
の
使
用
状
況
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
血
液
製
剤
の
特
徴
を
十
分
に
理
解
し
、
患
者
に
真
に
必
要
な
場
合
に
限
っ
て
血
液
製
剤
を
使
用
す
る
な
ど
、

適
正
使
用
に
努
め
る
。

ま
た
、
患
者
等
に
対
し
、
血
液
製
剤
の
有
効
性
袈
安
全
性
そ
の
他
当
該
製
品
の
適
正
使
用
の
た
め
に
必
要
な

事
項
に
関
し
て
適
切
か
っ
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
血
液
製
剤
の
使
用

に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
患
者
等
よ
り
同
意
を
得
る
こ
と
と
す
る
。

第
八
そ
の
他
献
血
袈
血
液
製
剤
に
関
す
る
重
要
事
項

一
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
に
関
す
る
事
項

血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
の
製
造
及
び
供
給
は
、
血
液
製
剤
の
需
給
動
向
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
第

五
に
示
し
た
と
お
り
、
計
画
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
第
六
に
示
し
た
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
等
に
基
づ
く
裾
が
適
用
さ
れ
る
。
な
お
、

患
者
等
へ
の
説
明
又
は
記
録
の
保
存
等
に
つ
い
て
も
,
必
要
に
応
じ
、
特
定
生
物
由
来
製
品
と
同
様
に
行
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
患
者
等
よ
り
同
意
を
得
る
こ
と
と
す

る
。

二
血
液
製
剤
の
表
示

讐
さ
れ
る
血
液
製
剤
の
原
料
の
由
来
に
係
る
患
者
等
の
知
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
、
製
造
販
売
業
者
等
は
、

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
六
十
八
条
の
十
七
の
規
定
に
基
づ
き
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
採
血
国
及

ぴ
献
血
又
は
非
献
血
の
区
別
を
表
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
医
療
関
係
者
が
患
者
等
に
対
し
、
で
き
る

限
り
こ
れ
ら
の
説
明
を
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
国
、
製
造
販
売
業
者
等
及
び
医
療
関
係
者
は
、
例
え
ば
、
血
柴
分

画
製
剤
の
説
明
文
を
用
意
し
た
り
、
そ
の
説
明
に
薬
剤
師
等
を
活
用
し
た
り
す
る
な
ど
、
環
境
整
備
を
進
め
る
必

要
が
あ
る
。

三
血
液
製
剤
等
の
研
究
開
発
の
推
進

既
存
の
血
液
製
剤
等
よ
り
も
優
れ
た
安
全
性
及
ぴ
有
効
性
を
有
す
る
も
の
の
製
品
化
が
進
む
よ
う
、
国
は
、
製

造
販
売
業
者
等
に
お
け
る
血
液
製
剤
等
の
研
究
開
発
を
支
援
す
る
。
例
え
ば
、
抗
血
液
凝
固
第
Ⅸ
a
/
X
因
子
ヒ

ト
化
二
重
特
異
性
モ
ノ
ク
ロ
ー
ナ
ル
抗
体
の
よ
う
に
、
,
作
用
が
長
時
問
持
続
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
た
、
皮

下
注
射
が
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
患
者
の
利
便
性
に
資
す
る
医
薬
品
の
閧
発
が
期
待
さ
れ
る
。

報官

ノ

ま
た
、
抗
凝
固
因
子
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
生
体
内
で
の
凝
固
因
子
と
抗
凝
固
因
子
と
を
平
衡
化
す
る
こ
と
に

よ
り
、
血
友
病
の
治
療
を
行
う
医
薬
品
の
臨
床
試
験
が
進
み
、
イ
ン
ヒ
ビ
タ
ー
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
皮
下
注

射
に
よ
り
治
療
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
国
は
、
臨
床
試
験
の
状
況
を
注
視
し
て
ぃ
く
。

国
は
、
学
会
等
か
ら
の
要
望
を
受
け
、
国
内
で
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
血
液
製
剤
等
や
効
能
又
は
効
果
に
つ
ぃ

て
、
薬
物
療
法
に
関
す
る
医
学
的
・
薬
学
的
な
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
構
成
す
る
検
討
会
議
に
お
い
て
、
諸
外

国
で
の
承
認
状
況
や
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
き
検
討
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
製
造
販
売
業
者
へ
の
開
発
要
請
等
を

通
じ
て
、
開
発
の
推
進
を
促
す
。

な
お
、
輸
血
用
血
液
製
剤
と
代
替
性
が
あ
る
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
研
究
開
発
に
つ
ぃ
て
は
、
平
成

三
十
年
九
月
に
厚
生
科
学
審
議
会
で
・
1
P
S
細
胞
由
来
の
血
小
板
を
用
い
た
自
己
輸
血
の
臨
床
研
究
の
実
施
計
画

が
了
承
さ
れ
て
お
り
、
国
と
し
て
、
研
究
の
実
施
状
況
を
注
視
し
て
い
く
。

四
血
液
製
剤
等
の
価
格
等

輸
血
用
血
液
製
剤

1

輸
血
用
血
液
製
剤
に
係
る
血
液
事
業
は
、
原
料
の
採
血
か
ら
製
剤
の
検
査
、
製
造
、
供
給
に
至
る
ま
で
、
現

在
は
唯
一
の
採
血
事
業
者
か
つ
製
造
販
売
業
者
で
も
あ
る
事
業
者
が
実
施
し
て
お
り
、
競
争
原
理
が
働
い
て
ぃ

な
い
。
こ
の
た
め
、
当
該
事
業
者
は
、
血
液
事
業
の
運
営
に
支
障
を
来
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
輸
血
用

血
液
製
剤
を
供
給
す
る
ま
で
の
各
工
程
で
無
駄
が
な
い
か
な
ど
を
検
証
し
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
こ
と
に
よ

り
、
少
し
で
も
安
価
な
製
剤
を
供
給
で
き
る
よ
う
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
よ
う

2
 
原
料
血
紫

採
血
事
業
者
及
ぴ
製
造
業
者
は
、
血
液
事
業
の
運
営
に
支
障
を
来
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
原
料
血

し
よ
う
、

奨
ぞ
供
給
す
る
ま
で
の
各
工
程
で
無
駄
が
な
い
か
な
ど
を
検
証
し
、
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
る
こ
と
に
よ
り
、
少

し
よ
ろ

し
で
も
安
価
な
原
料
血
乗
を
供
給
で
き
る
よ
う
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
吉

ま
た
、
国
は
、
需
給
計
画
の
策
定
時
に
お
け
る
原
料
血
紫
の
標
準
価
格
(
以
下
「
標
準
価
格
」
と
い
う
。
)
の

し
よ
つ

計
算
方
式
の
改
善
、
原
料
血
柴
の
配
分
屋
恐
標
準
価
格
の
複
数
年
契
約
化
等
に
よ
る
標
準
価
格
の
在
り
方
そ

し
言

の
も
の
の
見
直
し
な
ど
に
つ
い
て
、
採
血
事
業
者
及
び
血
榮
分
画
製
剤
の
製
造
販
売
業
者
等
の
協
力
を
得
て

検
討
を
行
う
。

し
よ
う

3
 
血
媛
分
画
製
剤

し
よ
う

多
く
の
血
嬢
分
面
製
剤
(
血
液
製
剤
代
替
医
薬
品
等
を
含
む
。
、
以
下
同
じ
J
は
、
薬
価
叢
さ
れ
て
以
降

三
十
年
を
超
え
て
医
療
現
場
に
安
定
的
に
供
給
さ
れ
我
が
国
の
医
療
に
貢
献
し
て
い
る
一
方
、
薬
価
が
下
落

し
よ
う
し
よ
う

し
続
け
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
加
え
て
、
業
国
の
血
奬
分
画
製
剤
の
需
要
に
応
じ
た
血
柴
成
分
採
血
比
率

し
よ
う

の
上
昇
に
よ
る
原
料
血
奬
の
価
格
の
上
昇
又
は
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
に
よ
る
原
料
価
格
の
上
昇
な
ど
に
よ
り
、

し
よ
う

血
柴
分
面
製
剤
の
製
造
販
売
響
の
収
益
が
強
く
圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

し
よ
う

安
定
供
給
が
求
め
ら
れ
る
血
柴
分
画
製
剤
の
供
給
が
、
採
算
性
の
低
下
に
よ
っ
て
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
、

十
分
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

し
よ
う

国
、
製
造
販
売
業
者
、
卸
売
販
売
業
者
、
医
療
機
関
及
ぴ
薬
局
は
、
医
療
に
不
可
欠
な
血
奬
分
画
製
剤
の

価
値
に
見
合
っ
た
価
格
設
定
に
よ
り
、
単
品
単
価
に
よ
る
取
引
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

五
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化

血
液
製
剤
等
の
製
造
販
売
業
者
等
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
行
動
規
範
に
つ
い
て
見
直
し
、
必
要
に
応
じ
改
定

等
の
措
置
を
講
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
・
継
続
的
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
強
化
を
推
進
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

六
複
数
の
採
血
事
業
者
を
想
定
し
た
血
液
事
業
の
在
り
方

国
は
、
国
内
自
給
及
び
安
定
供
給
の
確
保
献
血
者
の
健
康
保
護
献
血
者
が
採
血
事
業
者
を
選
択
で
き
る
選

択
権
の
確
保
等
を
念
頭
に
、
審
議
会
恐
製
造
販
売
響
等
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
新
た
な
採
血
事
業
者

の
参
入
環
境
を
整
備
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ム

.
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